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大 監 第 ７ 号 

令和５年４月 28 日 

   

 

大阪市監査委員  森     伊 吹     

                         同        森    恵 一     

同        杉 村  幸太郎  

同        森 山 よしひさ  

 

 

住民監査請求について（通知） 

 

令和５年２月 28 日付けであなたから提出された地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 242

条第１項の規定に基づく住民監査請求について、同条第５項の規定により監査を実施しましたの

で、次のとおり通知します。 

 

記 

 

第１ 請求の受付 

 

本件請求の内容を要約すると次のとおりである。 

なお、内容については住民監査請求書（以下「請求書」という。）等記載の内容を原則とし

て原文のまま記載し、事実証明書の内容は省略した。 

 

１ 住民監査請求書（職員措置請求書） 

（１）住民監査請求の趣旨 

別紙高等学校目録記載の高等学校の施設（敷地も含む。)に供されていた、大阪市の所

有していた不動産が、大阪府に対し、違法に無償で譲渡された結果、大阪市は 1159 億円

を下回らない損害を被ったので、地方自治法第 242条第１項の規定により、別紙事実証明

書を添え、当該無償譲渡の意思決定を行い、当該無償譲渡の契約締結を指揮・監督した松

井一郎及び大阪市契約管財局長として当該譲渡の契約を締結した宮本浩之に対して、上記

不動産の無償譲渡につき、大阪市の被った損害を填補するために損害賠償請求を行う等の

必要な措置を講ずることを求める。 

 

（２）住民監査請求の理由 

  ア 事案の概要 

（ア）はじめに 

大阪市は、22 の高等学校を設置していたところ（令和４（2022）年３月 31 日現

在）、それらすべての高等学校を廃止して市の高等学校事業をすべて大阪府へ一括し

て移管する事業（以下「本件市立高校一括移管事業」という。）を実施している。 
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本件は、当該事業の実施に伴い、大阪市が別紙高等学校目録記載の高等学校の施

設に供されていた不動産及びこれに付属する備品等を、大阪府に譲与（地方自治法上、

財産の無償譲渡を「譲与」という。以下「本件譲与」という。）したところ、本件譲

与には後述するとおりの違法性があるため、大阪市の住民がその譲与行為につき、本

件譲与の契約を締結した大阪市契約管財局長及びこれを指揮監督する立場にあった大

阪市長に対して、大阪市が被った損害の賠償請求を行うよう求めるものである。 

   （イ）本件市立高校一括移管事業について 

平成 26（2014）年１月、大阪府市統合本部会議及び大阪市戦略会議において、高

等学校については、新たな大都市制度実施時期に合わせて移管を行うことになった。 

令和元（2019）年５月の大阪市長の施政方針演説において、松井一郎大阪市長は

市立の高等学校は大阪府に移管すると表明した。 

そして、令和４（2022）年４月１日、大阪市長松井一郎の指揮監督の下、本件市

立高校一括移管事業の実施に伴い、大阪市契約管財局長宮本浩之は、大阪市財産条例

第 16 条に基づき、別紙高等学校一覧記載の高等学校の施設として供されていた土

地・建物（以下「本件不動産」という。）を大阪府に対し無償で譲渡する旨の契約を

締結した。この際、大阪市は、本件譲与を議決事件として取り扱っておらず、本件譲

与を議題とした大阪市会の表決は存在しない。 

なお、本件市立高校一括移管事業の移管対象となり、既に大阪市が廃止した高等

学校のうち、大阪市立桜宮高等学校、大阪市立扇町総合高等学校、大阪市立扇町総合

高等学校、大阪市立水都国際高等学校の施設として供されていた土地・建物は、本件

監査請求時点（令和５（2023）年２月 28日現在）では未だ譲与が行われていない。 

  イ 当事者 

（ア）住民監査請求人ら 

 本件住民監査請求人ら（以下「請求人ら」という。）は、大阪市の住民である。 

（イ）相手方ら 

  Ａ 松井一郎 

  松井一郎は、大阪市の長として、本件譲与につき意思決定を行い、大阪市契約管

財局長による本件譲与の契約の締結行為を指揮・監督した者である。  

Ｂ 宮本浩之 

宮本浩之は、大阪市契約管財局長として、本件譲与の契約の締結を行なった者

である。 

  ウ 本件譲与の違法性 

（ア）本件譲与に関係する財務会計法規等 

本件譲与に関係する財務会計法規等は、①地方公共団体相互間の経費の負担区分に

関する地方財政法の規定、②普通地方公共団体の譲与に関する地方自治法の規定及び

大阪市財産条例第 16 条、③寄附又は補助金に関する地方自治法第 232 条の２、④地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地方教育行政法」という。)の規定

がある。以下詳述する。 

（イ）地方公共団体相互間の経費の負担区分に関する地方財政法の規定 

地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）では、都道府県の行う事業に対する市
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長村の負担については、地方財政法第４条の５、同法第 28 条の２の規定の趣旨から

して一般的に禁止されているものと解されている。 

かかる趣旨の根拠となる規定のうち、地方財政法 28 条の２は、法令の規定に基づ

き経費の負担区分が定められている事務についての経費負担を明文で禁止している。 

同条によれば、地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められ

ている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担

を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すようなことは

してはならないものとされている。 

この地方財政法第 28 条の２の趣旨について、地方財政法逐条解説の解説を、長文

であるが、引用する。 

なお、地方財政法第４条の５は、割当的寄附金の強制徴収の禁止に関する規定で

あり、「割り当てて強制的に徴収する行為に該当しなくても、他の地方公共団体に寄

附させることが経費の負担区分を乱すこととなる場合、同条（請求人注 地方財政法

28 条の２）の規制があることに注意する必要がある」とされ、「地方財政法の一部

を改正する法律の施行についての依命通知（昭和 38年７月３日自治乙財発第 10号）

によれば「法第 28 条の２の規定により地方公共団体相互の間における経費の負担区

分をみだすようなことはしてはならないものとされていることにもかんがみ、市長村

と都道府県との間においては、原則として」自発的な任意寄附は「ないものと考えら

れること」とされている」。 

都道府県の行う建設事業は、都道府県の行う事業であるので、これに対する市長

村の負担は、一般的に禁止されている。 

とりわけ、高等学校の設置は都道府県の事務（公立の高等学校の設置、適正配置

及び教職員定数の標準等に関する法律４条）である。これに対し、市町村は、教育行

政の面においては、義務教育施設の整備という事務を担当している。 

高等学校の施設の建設事業は、その経費を都道府県が負担すべきものとして、法

令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務に当たるので、これを市町村

が負担することは、経費の負担区分を乱すものとして、地方財政法 28 条の２によっ

て直接に禁止される。 

この点、地方財政法第 27 条第１項は、都道府県の行う建設事業のうち、その区域

内の市長村を利するものについては例外を認めているが、同条１項で、明確に高等学

校の施設の建設事業を除外しているので、受益者負担という名目があっても地方財政

法 27 条第１項に基づいて高等学校の施設の建設事業費を市町村に負担させることは

許されない。 

同条項において、高等学校の施設の建設事業が除外されている趣旨については、

次のように説明されている。 

「昭和三十八年の地方財政法の改正において、高等学校の施設の建設事業が本条

の建設事業の中から除外され高等学校の施設の建設事業に要する経費の一部を市町村

に負担させることはできなくなった。これは、第一に、高等学校の設置は原則として

都道府県の事務（公立の高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する

法律三１）であって、広域行政を担当する地方公共団体としての都道府県が県全体の
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進学希望者数等を勘案して適正な配置計画を定め、これに基づいてその整備をはかる

べきものであり、特定の市町村が経費の負担をする等の理由によりその配置が左右さ

れるべきものではないこと、第二に、市町村は、教育行政の面においては、義務教育

施設の整備という事務を担当しており、また、地方公共団体に対する財源措置も設置

者負担という見地から行われていることから考えれば、その経費は設置者たる都道府

県が負担すべきものであり、都道府県よりも財政の弾力性において弱いと思われる市

町村に負担させるべきではないことがその理由である。」 

高等学校の施設の建設事業には、建物の建設のみならず、同建物の敷地の取得、

演習農場等の建設又は取得も含まれる。 

また、負担転嫁の方法は、それが直接的である場合、又は間接的である場合など

いろいろな場合があろうが、地方財政法第 28 条の２は、いかなる方法によるもので

あっても、実質的にその経費の全部又は一部を他の地方公共団体に負担させる結果と

成る場合は、すべてその規制の対象としている。 

（ウ）普通地方公共団体の譲与に関する地方自治法の規定及び大阪市財産条例 

  Ａ 不動産に関する処分 

（Ａ）憲法第 94条 

憲法第 94 条は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務所を処理し」と

規定して財産を管理することが自治体の重要な事務の一つであることを明らか

にしている。 

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第 237条は、普通地方公共団体の

財産を具体化して、公有財産、物品及び債権並びに基金と規定している。 

（Ｂ）行政財産と普通財産 

普通地方公共団体が所有する財産のうち不動産は、地方自治法第 238条第１項

に規定される「公有財産」である。公有財産は、行政財産と普通財産に分かれ

る。 

行政財産は、その使用目的から、公用に供する財産である公用財産と、一般

住民の用に供する公共用財産に分類される。公用財産の例は庁舎等の建物と敷

地であり、公共用財産の例は道路、病院、学校、公園、図書館等の建物と敷地

である。 

また、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう（地方自治法第

238条第４項）。   

行政財産は、地方自治法第 238条の４第２項から第４項までに定めるものを除

き、交換、売払、譲与、出資若しくは信託等の処分又は貸付け若しくは私権の

設定を行うことができない（同条第１項）。   

地方自治法第 238条の４第２項から第４項までに定めるものとは、行政財産の

貸付け及び私権の設定に関するものであるので、結局、行政財産は、交換、売

払、譲与、出資若しくは信託等の処分を行うことができないということになる。 

  後述するとおり、地方自治法第 96 条第１項６号は、普通地方公共団体の財産

の、交換、出資、支払手段としての使用、適正な対価によらない譲渡・貸付け

の権限が議会にあるとしているが、議会があっても、行政財産を適正な対価に
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よらず譲渡することは、地方自治方法第 238条第１項に違反する。 

  これに対し、普通財産は、交換、売払、譲与、出資若しくは信託等の処分又

は貸付け若しくは私権の設定を行うことができる（地方自治法第 238条の５第１

項）。 

Ｂ 普通財産の処分の権限 

（Ａ）地方自治法第 149条第６号（長の権限） 

        地方自治法第 149条第６号は、普通地方公共団体の財産を取得し、管理し、処

分する権限は、普通地方公共団体の長に属するものとしている。 

もっとも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第

百六十二号）23 条第２号は、教育財産の管理は教育委員会の権限とし（ただし、

教育財産の取得及び処分は、長の権限である（地方教育行政法第 24 条第３

項））、地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第９条第７号及

び第 33 条第１項は、企業用資産の取得、管理、処分は管理者の権限としている

ように、法の特別の規定があるときは、その限りで普通地方公共団体の長の権

限は制限を受ける。 

取得とは、その財産の購入、交換、寄付の受納等をいい、管理とは、財産の

移転・消滅を生じることなく使用、収益、維持、管理を行い、信託し、時効を

中断する等の法律上、事実上の行為をすることをいい、処分とは、売却、交換、

贈与等の財産の権利移転のほか、消費、廃棄等の事実上の権利変更を含む。 

（Ｂ）地方自治法第 96条第１項第６号（議会の権限） 

        地方自治法第 96 条第１項第６号は、条例で定める場合を除くほか、普通地方

公共団体の財産の交換、出資、支払手段としての使用、適正な対価によらない

譲渡・貸付けを議決事件と定めている。 

また、普通地方公共団体の財産の処分のうち普通地方公共団体の財産の交換、

出資、支払手段としての使用、適正な対価によらない譲渡・貸付けについて、

地方自治法第 237条第２項は、同法第 238条の４第１項の規定の適用がある場合

を除き、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを禁止している。 

地方自治法第 96 条は、「普通地方公共団体の議決機関としての議会の権限に

関する規定」であるとされ、本条の議決権（第１項の議決権は制限列挙主義）

は「議会の権限中最も基本的であり、本質的なもの」で、「本条の議決によっ

て、普通地方公共団体としての意思が決定する」と説明される。 

従って、普通地方公共団体の財産の処分のうち地方自治法第 96 条第１項第６

号及び同法第 237条第２項所定の適正な対価のない譲渡は、条例の定めがない場

合には、当該普通地方公共団体の議会の権限となる。 

なお、地方自治法第 237条第２項の性質を、手続的な規制と解する見解もある。 

（Ｃ）不動産の譲与の権限 

地方自治法上、普通地方公共団体の所有する不動産の譲与は、それが普通財

産である時に限り許され、譲与の権限は、当該普通地方公共団体の議会に属す

る。ただし、条例に定めがある場合は、原則として、長の権限となる。 
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Ｃ 条例に基づく譲与の限界 

普通地方公共団体の普通財産の譲与につき当該普通地方公共団体に条例がある

場合、条例により許される長の譲与の範囲につき地方自治法第 96 条第１項第６号

等による限界があるかが問題となる。 

この点、普通地方公共団体の財産の適正な対価によらない譲渡が議決事件とさ

れた趣旨が没却されないように、議決を要しない場合を限定すべきであるとされ、

通知昭和 38 年 10 月 30 日により、条例準則（以下「条例準則」という。）が示さ

れている（２、エ、（エ）参照）。 

制定された条例の内容如何によっては、条例そのものが地方自治法第 96 条第１

項第６号に抵触して違法となりうるが、条例自体は一応適法であっても、条例の

定めが一般的なもの（例えば「公用又は公共用に供する」、「公益上必要がある

とき」などの概念）である場合に、一般的な定めによって長がどこまでの譲与を

行うことができるかという問題が生じる。 

まず、地方自治法上、普通地方公共団体の財産の譲与が議決事項とされた趣旨

は、健全公正な財産運営の確保のためである。 

すなわち、「これらが議決事件とされたのは、総括的にいえば、それらがいず

れも地方公共団体の財産の状態に重要な変動をもたらす行為であるため、その行

為の適否について、議会の判断に係らしめたということである。」 「六号後段の

適正な対価のない譲渡又は貸付けについては、財産の実質的な減少を伴う行為で

ある」からと説明されている。 

「これは、財産を無償又は低廉な価格で譲渡し、又は貸し付けるときは、財政

の運営上多大な損失を蒙りかねないのみならず、特定の者の利益のために運営が

歪められることとともなり、ひいては住民の負担を増嵩させ、地方自治を阻害す

る結果となる虞があるためである」。  

要は、財政民主主義の徹底であり、譲与という普通地方公共団体の財産の中で

も特に財政・運営の両面において地方自治を阻害する虞のある類型の処分につき、

地方自治法は、当該団体の意思決定を議会に担わせたのである。 

次に、地方自治法第 96 条第１項６号の「条例で定める場合を除くほか」、同法

第 237条第２項の「条例又は議会」における条例については、一般的基準を定める

ものと解されている。 

すなわち、「条例により財産の交換等について一般的基準を定めた場合におい

ては、改めて個々の行為について個別の議決を必要としないとする趣旨」である

としたうえで、「条例で財産の交換、出資、譲渡、貸付けなどに関する一般的基

準を定め、そうした基準が設定されていないもの、設定し難い特異なものについ

ては個々に議会の議決が必要」であると解されている。 

また、個々の事案が条例で定める一般的基準に該当するかどうかは解釈問題を

生じる余地があると考えられている。 

「条例で一般的基準が設定されているものであっても、個々の事案が基準に該

当するかどうか解釈問題を生ずる余地がある。条例の定めは一般的なものになり

やすく｟例えば「公用又は公共用に供する」、「公益上必要があるとき」などの
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概念｠、不明朗な財産管理や処分を防止するためには自ら限界があること、財産

管理の適正を確保する観点から条例または議会の議決による財産の交換等の行為

の解除は必要最小限度のものにとどめなければならないことからも、前例のない

もの、定型的でないものについては、個々に議会の議決を経るべきことが求めら

れる」。 

このように、地方自治法第 96 条第１項第６号等の解釈においては、前例のない、

定型的でない譲与の場合のように、議会の議決によらずに長が条例の一般的基準

に基づき譲与を行う権限には、一定の限界があるとされている。 

Ｄ 大阪市における普通財産の譲与 

（Ａ）大阪市財産条例第 16条 

大阪市財産条例（昭和 39 年３月 19 日条例８号）第 16 条は、普通財産の譲与

（無償譲渡）につき、「普通財産は、公用又は公共用に供するため特に無償とす

る必要がある場合に限り、国又は公法人にこれを譲与することができる。」と規

定する。 

（Ｂ）大阪市財産条例及び規則の解説 

大阪市経理局作成の「大阪市財産条例及び規則の解説」（以下「解説」とい

う。） 70頁は、大阪市財産条例第 16条につき、次の通り、解説する。 

「「譲与」とは、公の機関が対価を徴することなく、財産権を他の者に移転

（譲渡）することをいう。」「譲与を行う場合、実務上は贈与物件について用

途指定をすることが望ましい。譲与は、実質的に物による財政援助であり、総

計予算主義の例外的な取扱であるから、その取扱いは慎重に行わねばならない。 

譲与が出来る場合は次の要件を満たさなくてはならない。 

① 市長が特に無償とする必要性を認め 

② 譲与の相手が、国又は公法人であり、 

③ 譲与の相手が当該財産を公用又は公共用に供するとき 

よって、相手が国又は公法人であることだけでは、譲与の相手方となるもの

ではない。国又は公法人が本市の行政に関連する事務事業を、国又は公法人の

費用で本市に代って行なうという点において譲与の対象となるのである。」 

（Ｃ）条例準則（通知昭和 38年 10月 30日） 

ところで、普通地方公共団体の財産の適正な対価によらない譲渡が議決事件と

された趣旨が没却されないように、議決を要しない場合を限定すべきであるとさ

れ、通知昭和 38年 10月 30日により、次の通り、条例準則が示されている。 

（通知の前文） 

「一 本条例準則は、地方自治法第二百三十七条第二項の規定に基づく財産

の交換並びに適正な対価によらない財産の譲与及び貸付けの範囲等に関し、一

般的な事項を示したものであること。したがって、各地方公共団体において条

例を制定する場合には、本条例準則の規定事項を適宜取捨選択する必要がある

こと。 

三 普通財産及び物品の譲与、減額譲渡、無償貸付、減額貸付は、公用、公

共用その他の公益上の必要に基づく場合又は当該普通財産又は物品を寄附者等
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特別の縁故関係のある者にこれを行う場合等特別の必要がある場合に限られる

べきものであること。」 

「第三条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、 これを譲与し、又

は時価よりも低い価額で譲渡することができる。 

一 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事

業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。 

二 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担し

た公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃

止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方

公共団体その他公共団体に譲渡するとき。 

三 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止し

た場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はそ

の相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。 

四 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を

受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じ

た普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄

附者又はその他の包括承継人に譲渡するとき。」 

（Ｄ）大阪市財産条例第 16条と条例準則の関係 

 条例準則は、共団体に対する適正な対価によらない公有財産の譲渡（条例準

則三条１、２）、特別な縁故関係にある者に対する適正な対価によらない公有

財産の譲渡（準則三条３、４）の二類型を定める。 

公共団体に譲渡される場合は、譲渡相手の公共団体が譲渡される普通財産を、

公用若しくは公共用又は公益事業の用に供することが条件となる場合と、譲渡

元である公共団体が公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合に、そ

の財産につき維持等の費用を負担した公共団体にその負担した費用の範囲内で

譲渡する場合である。 

後者は、実質的には対価性が維持されている。  

譲与ができる場合を定めた大阪市財産条例第 16 条は、公共団体に譲渡される

場合のみを規定しており、特別の縁故者等に譲渡される場合は規定されていな

い。もっとも、減額売払いは可能である（大阪市財産条例第 17条第３号）。 

そして、公共団体に譲渡される場合でも、準則三条２号に該当する場合は、

含まれていない。同号は、譲渡された普通財産が公用又は公共用に供されるこ

とを条件としていないが、大阪市財産条例第 16 条はこれを要件としている。も

っとも、減額売払いは可能である（大阪市条例第 17条第２号） 

更に準則三条１号は、公益事業の用に供する場合も認めているが、大阪市財

産条例第 16 条は、認めていない。ただし、減額売払いは可能である（大阪市財

産条例第 17条第１号）。 

また、公用又は公共用の意義も、譲渡相手の公用又は公共用であるというこ

とだけではなく、本市の行政に関連する事務事業でなくてはならない。 

「相手が国又は公法人であることだけでは、譲与の相手方となるものではな
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い。すなわち、国又は公法人が本市の行政に関連する事務事業を、国又は公法

人の費用で本市に代って行なうという点において譲与の対象となるのである」

と説明されている（解説） 。 

更に、大阪市財産条例第 16 条は、条例準則三条１号にはない要件として、

「特に無償とする必要がある場合」という要件を設けている。 

以上のとおりであり、普通財産の譲与について、大阪市財産条例第 16 条は、

条例準則三条１号のうち、公益事業用に供するための譲与を排して、公用又は

公共用に供するために限定した上で、更に公用又は公共用に供するためであっ

ても本市の行政に関連する事務事業を、大阪市に代わってその費用を負担して

行なう国又は公法人に対してのみ譲与の対象としており、更に特に無償とする

必要がある場合でなければならない。 

（Ｅ）特に無償とする必要性 

ａ 議会の関与を経ない特別の必要性 

 既に述べたとおり、大阪市財産条例第 16 条は、「特に無償とする必要性」

以外の要件に限っても、条例準則よりも厳しい要件であるうえに、更に「特

に無償とする必要性」を要件としている。 

大阪市財産条例第 16 条が普通財産の譲与の要件の一つとしている「特に無

償とする必要性」について、解説は直接に内容を説明していないが、この必

要性については、次のとおり、議会の関与を経ない特別の必要性があるか、

つまり、長が個別の議決を経ずに無償譲渡を行うことを是認する特段の事情

があるかも考慮されるべきである。 

まず、解説において、「譲与は、実質的に物による財政援助であり、総計

予算主義の例外的な取扱であるから、その取扱いは慎重に行わねばならな

い。」と説明されているとおり、地方公共団体の財政は、総計予算主義 （地

方自治法第 210条）をとっている。 

普通財産の譲与は、予算に計上されない支出に同じであり、議会の関与を

経ない譲与とは、予算が議決事件であるとされ（地方自治法第 96 条第１項第

２号）、財政民主主義が取られている建前からも、例外的な財務会計上の行

為となっている。 

解説が譲与を総計予算主義の例外的取扱いと位置づけているのは、本来で

あれば、譲与は、議会の関与を経るべき財務会計上の行為であるが、条例に

基づく譲与は、議会の関与を経ない例外的取扱いとなっているという趣旨で

ある。 

地方自治法第 96 条第１項６号及び同法 237 条第２項の趣旨、条例に基づく

譲与が総計予算主義の例外的取扱いであることからすると、議会と大阪市長

の権限の分水嶺としての役割を果たしている本条が慎重に適用されなければ

ならないことは言うまでも無い。 

そうすると、「特に無償とする必要」性は、単に無償譲渡という対価性の

ない処分を行う特別の必要性と解するだけでは十分でなく、長が個別の議決

を経ずに無償譲渡を行う特別の必要性があるかという見地からも判断される
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べきである。 

また、既に述べたとおり、地方自治法第 96 条第１項第６号等の解釈におい

ては、議会の議決によらずに長が条例の一般的基準に基づき譲与を行う権限

には、一定の限界があるとされている。前例のない、定型的でない譲与の場

合には、議会の個別の議決が必要となるとされる。 

「特に無償とする必要」性を、長が議決を経ずに無償譲渡を行う特別の必

要性を含めて解することによって、前例があるかどうか、非定型的であるか

どうかについても、当該要件で検討することが可能となる。 

ｂ 重要な財産 

普通財産の譲与において、長が個別の議決を経ずに無償譲渡を行う特別の

必要性があるかどうかの判断にあっては、当該財産の価格が大阪市の財政規

模に比して些少であり、議会の個別の議決を経ることがかえって行政効率を

損なう場合がありうる。また、当該譲与のみを取れば、大阪市の財産の減少

となるが、その他の諸事情を考慮すると、実質的な対価性が担保されている

場合や公益性が高いために無償であっても譲与を実行すべき場合も考えられ

る。だが、後者の場合でも、譲与対象となる普通財産の価格が一定の金額を

超えるような場合などには、対価性の判断や公益性の判断について、議会の

関与を経るべき必要性を否定できない。 

いずれの場合にせよ、譲与の対象となる普通財産の価格は、「特に無償と

する必要」性要件の該当性の重要な要素となることは否定できない。 

このような意味で、議会の関与を認めるべき普通財産の基準を解釈上一義

的に導くことは難しいが、その目安としては、譲与対象が地方自治法第 96 条

第１項第８号の重要な財産に当たる場合が考えられる。 

すなわち、地方自治法第 96 条第１項第８号は、条例で指定する重要な財産

の取得等については議決事件としている。 

重要な財産の取得等については議決事件とされた趣旨については、「第六

号及び第七号の場合を除き、財産の取得及び処分は通常執行機関限りでなし

得るものであるが、契約の場合と同様条例で指定する重要なものについては

個々の取得、処分をなすに当たって議決を要するものとしたものである。」

「重要な財産の取得等は、地方公共団体の財産の保有状況に大きな変動をも

たらす」から議会の議決を要すると説明されている。  

もっとも、この条例で指定される重要な財産は、条例で自由に定めること

ができるものではなく、地方自治法施行令の基準に従わなければならず、地

方自治法施行令第121条の２は、都道府県（7000万円以上）、指定都市（4000

万円以上）、その他の市（2000万円以上）、町村（700万円以上）ごとの予定

価格の最低基準を定めている。 

大阪市財産条例第２条は、予定価格 7000 万円以上の不動産の売払い（土地

は１件 10,000平方メートル以上のものに係るものに限る） については、議会

の議決を必要とし、売払いの最低基準を都道府県並みにしている。普通財産

である不動産の売払いについての大阪市長の権限は、予定価格が 7000 万円未
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満の建物か、１件 10,000平方メートル未満の土地のすべて、１件 10,000平方

メートル以上の土地のうち予定価格が 7000 万円未満である土地に限られ、そ

れ以外は議会の権限となる。 

地方自治法第 96 条第１項第８号及び条例の指定する重要な財産は、地方公

共団体の財産の保有状況に大きな変動をもたらす重要な財産の範囲について

一定の基準を示している。 

地方自治法第 96 条第１項第８号及び条例の指定する重要な財産は、適正な

対価のある取得及び処分については、議決事件とされ、議会の権限下におか

れている。 

これに対し、普通地方公共団体の財産を明らかに減少させる譲与について、

上記の重要な財産であっても、議会の議決が不要とされ、議会が譲与におけ

る公益性と大阪市の財産減少との利益考量を判断できないというのは、背理

であるうえ、総計予算主義からも大きく逸脱するものである。 

従って、地方自治法第 96 条第１項８号所定の重要な財産に当たる普通財産

の譲与は、財産の減少額の大きさ及び総額予算主義の観点から、原則として、

大阪市財産条例第 16条の無償の必要性を充足しない。 

ｃ 用途指定の有無 

 解説は、「譲与を行う場合、実務上は贈与物件について用途指定をするこ

とが望ましい。」と述べるに止めており、大阪市財産条例は、譲与に当たっ

て用途指定を義務づけているわけではない。 

もっとも、一定の場合には、大阪市長が用途指定を行っているか否かも、

特に無償とする必要性の判断における考慮するべき事情に含まれると考える

べきである。 

というのも、既に述べたとおり、大阪市財産条例第 16 条は、公用又は公共

用に供するためであっても本市の行政に関連する事務事業を大阪市に代わっ

てその費用を負担して行なう国又は公法人のみを譲与の対象としている。相

手方の公共団体が譲与後に当該普通財産を自由に使用することは想定されて

いない。 

だが、譲与後に当該公共団体における公用又は公共用の用途指定が廃止さ

れ普通財産となり、あるいは本市の行政に関連する事務事業以外の事業の用

に供される可能性は否定できない。そのような事態を回避するために、大阪

市長が地方自治法 238条の５第７項及びこれの準用する同条６項に基づき、用

途指定を行うことで、大阪市は、譲与の解除を行うことができる。 

このように大阪市が用途指定を行ったうえで譲与を行うことは、特に無償

とする必要性（長が個別の議決を経ずに無償譲渡を行う特別の必要性）を判

断するに当たって、その要件の充足を肯定する方向に働く事情である。 

Ｅ 委任（大阪市契約規則第３条第１項第５号） 

地方自治法第 153条、大阪市契約規則（昭和 39年４月１日規則第 18号）第３条

第１項第５号により普通財産に関する一部の契約の締結は、市長の権限から契約

管財局長に委任されている。 
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すなわち、大阪市契約規則第３条第１項柱書は、「市長の権限に属する契約で

次に掲げるものについては、別に定めるものを除くほか、契約の締結（契約の変

更及び解除を含み、契約の履行に係る監督及び検査を除く。以下同じ。）を契約

管財局長に委任する。」と定め、同項第５号は、「前２号に定めるもの以外の不

動産に関する契約（不動産の貸付契約及び建物の所有を目的とする地上権の設定

契約（契約管財局の所管業務に係るものを除く。）を除く。）」と規定している。 

ここで、同項第５号所定の「前２号に定めるもの」とは、「物件の買入及び売

払契約」（３号）、「物件の借入契約」（４号）であるから、第５号が掲げるそ

れら以外の不動産の契約は、不動産の譲与契約を含むと文言上は解釈でき、大阪

市もそのように解釈していると思料される。 

他方、大阪市は、大阪市長の判断と大阪市契約管財局長の契約行為との関係に

ついて、「委任されたとはいえ、当該契約締結行為については、市長の指揮監督

が働くものであり、契約管財局長に委任された契約の締結については、市長の判

断に拘束されるものと解される」と説明している。 

（エ）寄附又は補助金に関する地方自治法 232条の２ 

普通地方公共団体の普通財産の譲与は、議会の議決があった場合でも、地方自治

法第 232条の２の適用を受ける（最判平成 23年１月 14日）。 

すなわち、不動産の譲与は、同法 232条の２の寄附又は補助に該当し、公益上必要

であると認められなければならない。 

公益上の必要があるとした当該団体の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し、又

はこれを濫用したものである場合は、当該譲与は、議会の議決があった場合でも、同

条に違反して違法である。 

なお、議決があっても、地方自治法第２条第 14 項、地方財政法第４条第１項の趣

旨を没却する場合は、私法上も契約は無効である（最判平成 20年１月 18日参照）。 

 （オ）地方教育行政法 

Ａ 地方教育行政法の目的および理念 

地方教育行政法は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱

その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めることを目的

とする（地方教育行政法第１条）。 

また、地方公共団体における教育行政は、教育基本法の趣旨にのっとり、教育

の機会均等、教育水準の維持向上および地域の実情に応じた教育の振興が図られ

るよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなけ

ればならない（地方教育行政法第１条の２）。 

     Ｂ 地方教育行政法における教育委員会と地方公共団体の長との関係 

（Ａ）教育委員会の職務権限 

地方教育行政法は、教育委員会は合議制の行政委員会（地方教育行政法第３

条）として地方教育行政の事務を執行することを定めているところ、同法第 21

条では教育委員会の職務権限として 19の事務事項を定めている。 

その 19の事務のうち、「教育委員会の所管に属する第 30条に規定する学校そ

の他の教育機関（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置、管理及び
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廃止に関すること」（地方教育行政法第 21 条１号）、「教育委員会の所管に属

する学校その他の教育機関の用に供する財産 （以下「教育財産」という。）の

管理に関すること」（地方教育行政法第 21条第２号）が規定されている。 

（Ｂ）地方公共団体の長の職務権限 

地方教育行政法は、教育委員会の権限だけでなく、地方公共団体の長の権限

についても定めている。この点について、以下に述べるように、地方公共団体

の長の権限は、法改正により権限が強化された。 

（Ｃ）地方教育行政法の改正 

地方教育行政法は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地

方教育行政における責任の明確化、迅速危機管理体制の構築、首長との連携の

強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図るため、法律が改正

されて、平成 26 年６月 20 日に地方教育行政法は公布され、平成 27 年４月１日

に改正法が施行された。 

地方教育行政法が改正されたことにより、地方公共団体の長は総合教育会議

を設置し（地方教育行政法第１条の４）、大綱を策定する （地方教育行政法第

１条の３）こととなった。 

なお、総合教育会議では、大綱の策定に関する協議（地方教育行政法第１条

の４第１項柱書）や教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じ

た教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策（地方教育行政

法第１条の４第１項第１号）等について協議等する。また、地方公共団体の長

は、大綱を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総合教

育会議において協議することとなっている（地方教育行政法第１条の３第２

項）。 

         （Ｄ）その他の地方公共団体の長の権限 

上記権限以外に、地方公共団体の長の権限としては、地方教育行政法 22 条で

は、６つの事務について規定しており、その中には、「教育財産を取得し、及

び処分すること」（地方教育行政法 22 条４号）、「教育委員会の所掌に係る事

項に関する契約を結ぶこと」（地方教育行政法第 22 条第５号）、「前号に掲げ

るもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること」

（地方教育行政法第 22条第６号）が含まれている。 

         （Ｅ）事務処理の法令準拠 

地方教育行政法第 24 条では、教育委員会および地方公共団体の長は、それぞ

れが事務を管理し、執行するに当たっては、「法令、条例、地方公共団体の規

則並びに地方公共団体の期間の定める規則及び規定に基づかなければならない」

と規定しており、事務処理が法令に準拠しなければならないとしている。 

 （カ）本件譲与の違法性 

Ａ 地方公共団体相互間の経費の負担区分に関する地方財政法の規定に違反すること 

（Ａ）地方財政法 28条の２等違反 

本件市立高校一括移管事業によって、大阪府は、令和４年４月１日に移管対

象である各高等学校に対応する各高等学校を設置する。大阪府は、各移管対象
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高等学校の施設、つまり、本件不動産を無償で提供される。 

高等学校の施設の建設事業（建設事業には、建物の建設のみならず、同建物

の敷地の取得も含まれる。）は、都道府県が経費を負担すべきものとして、法

令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務であり、市長村による

経費負担は、地方公共団体相互間の経費の負担区分を乱すものとして、地方財

政法 28条の２がまさに禁じていることである。 

大阪府が令和４年４月１日に高等学校を設置するに当たって、大阪府は高等

学校の敷地を大阪市から無償で譲渡されるが、これは、高等学校の建物の敷地

の取得費用を大阪市が負担することに他ならない。 

また、大阪府が令和４年４月１日に高等学校を設置するに当たって、建物の

建設が伴われないが、その建物が無償で譲渡されることは、建物の建設費用を

大阪市が負担することに他ならない。 

既に述べた通り、負担転嫁の方法は、それが直接的である場合、又は間接的

である場合などいろいろな場合があろうが、地方財政法 28 条の２は、いかなる

方法によるものであっても、実質的にその経費の全部又は一部を他の地方公共

団体に負担させる結果と成る場合は、すべてその規制の対象としている。 

本件譲与は、令和４年４月１日から設置される大阪府の高等学校の施設の建

設事業（建設事業には、建物の建設のみならず、同建物の敷地の取得も含まれ

る。）の経費を、大阪市が負担するものであって、当該負担は、地方公共団体

相互間の経費の負担区分を乱すものとして、地方財政法 28 条の２が禁じている

経費負担に該当する。 

本件譲与は、地方財政法 28 条の２に違反する、違法な財務会計上の行為であ   

る。 

     （Ｂ）地方公共団体間の自発的・任意的寄附 

この点、昭和 41年４月 28日付の内閣総理大臣の答弁を根拠に、市長村が自発

的、任意的に都道府県に寄附を行うことは地方財政法 28 条の２等に違反しない

という見解がある。 

しかしながら、この見解は、地方財政法 28 条の２の解釈としては、維持しが

たい。 

まず、上記答弁も議員の質問の事例（千葉県）についての回答であり、しか

も、寄附金にかかるものである。当該答弁をもって、地方自治法 28 条の２の条

文解釈が一般的に示されたものとすることはできない。 

次に、割当的寄附金等の禁止を定める地方財政法４条の５は、「割当的寄附

金の強制徴収を禁止するにとどまり、篤志家の寄附のごとき真に自発的な寄附

を禁止するものではない」が、「割り当てて強制的に徴収する行為に該当しな

くても、他の地方公共団体に寄附させることが経費の負担区分を乱すこととな

る場合、同条（請求人注 地方財政法 28 条の２）の規制があることに注意する

必要がある」とされている。 

つまり、自発的、任意の寄附も、地方財政法 28 条の２の規制対象となりうる

のが現在の解釈論である。 
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第三に、本件に類似の事案では、町が県に対してした寄附（ミニパトカー）

が地方財政法 28条の２に違反するとされた最判平成８年４月 26日（判タ 908号

120 頁）があるが、同判決においても、最高裁は、地方財政法 28 条の２違反に

ついて一切の例外を認めていないという見解に立つとはいえないものの、かな

り厳格に地方公共団体間の寄附を制限すべきという考え方を採用しており、単

に何らかの自発性があればよいとの立場ではないことは明らかである。  

以上のとおりであって、自発的・任意的寄附であっても、原則として、地方

財政法 28条の２に抵触すると解するべきである。 

（Ｃ）自発的・任意的寄附等の不存在 

地方財政法４条の５の解釈としても、「法第 28 条の２の規定により地方公共

団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことはしてはならないも

のとされていることにもかんがみ、市長村と都道府県との間においては、原則

として」自発的な任意寄附は「ないものと考えられること」とされている。 

そもそも地方公共団体間の自発的寄附が原則としてないものとされているう

え、本件については本件譲与につき議会の関与すらないのであるから、自発的

任意の寄附と評価することはできないし、その他地方財政法 28 条の２の例外を

認めるべき事情はまったくない。 

（Ｄ）まとめ 

以上の通りであり、本件譲与は、地方公共団体相互間の経費の負担区分に関

する地方財政法の規定（地方財政法 28 条の２等）に違反して違法であるうえ、

仮に自発的・任意的な寄附であることその他の特段の事情により地方財政法 28

条の２の例外が解釈上許されうるとしても、本件においては、そのような特段

の事情はまったくない。 

なお、本件譲与及び今後予定されている不動産の譲与が地方財政上の健全性

を損なうものであることについては、立命館大学政策科学部教授の森裕之氏の

意見書がある。 

Ｂ 普通地方公共団体の譲与に関する地方自治法の規定及び大阪市財産条例に違反す

ること 

（Ａ）大阪市財産条例第 16条違反 

ａ はじめに 

本件譲与は、大阪市財産条例第 16 条が定める①市長が特に無償とする必要

性を認めること、②譲与の相手が、国又は公法人であること、③譲与の相手

が当該財産を公用又は公共用に供することの３要件のうち、①及び③を欠い

ている。論述の便宜上、③から論じる。 

ｂ 譲与の相手が当該財産を公用又は公共用に供すること 

既に述べたとおり、当該要件における公用又は公共用とは、譲渡相手の公

用又は公共用であるということだけではなく、大阪市の行政に関連する事務

事業でなくてはならない。「よって、相手が国又は公法人であることだけで

は、譲与の相手方となるものではない。すなわち、国又は公法人が本市の行

政に関連する事務事業を、国又は公法人の費用で本市に代って行なうという
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点において譲与の対象となるのである。」 

本件において、学校設置条例改正条例により大阪市立高校等は、令和４年

４月１日に廃止され、同日をもって、本件不動産を管理している大阪市教育

委員会は、本件不動産の用途廃止を行う。 

学校設置条例改正条例に基づき、大阪市立高校等が令和４年４月１日に廃

止されることにより、同日をもって本件移管対象高等学校における高等学校

事業は、大阪市の事務事業ではなくなる。学校設置条例改正条例施行後も、

当該高等学校事業が「本市の行政に関連する事務事業」であると言うのは、

大きな疑義がある。 

特に、高等学校事業は、都道府県の事務事業であり、都道府県下の特定の

市長村の便宜を図ることは許されない（公立の高等学校の設置、適正配置及

び教職員定数の標準等に関する法律４条）。すなわち、都道府県の高等学校

事業を、特定の市長村の「行政に関連する事務事業」として捉えることは、

原理的に不能である。 

本件においても、本件移管対象高等学校における大阪府の高等学校事業の

運営に法的に大阪府の干渉することはできないし、その予定もされていない。 

そうすると、本件譲与は、そもそも当該要件に該当しない。 

ｃ 市長が特に無償とする必要性を認めること 

大阪市財産条例は、「特に無償とする必要」があると規定しているに止まり、

市長が認めるという内容の文言は、付加されていない。市長が認めるという内

容の文言は、解説において付加されているものである。 

解説においては、明白ではないが、かかる文言は特に無償とする必要性の判

断について、大阪市長に一定の裁量権を委ねる趣旨と解している可能性はある

（要件裁量） 。 

本条は、議会と大阪市長の権限の分水嶺であるので、本条、地方自治法 96

条１項６号及び同法 237条２項の趣旨からすると、当該要件の文言が一般的・

抽象的であり曖昧であるとしても、当然に本要件の該当性判断につき、裁量権

を認めることには消極とならざるを得ない。仮に裁量を認める余地があるとし

ても、便宜裁量ではなく、羈束裁量に止まる。 

もっとも、本件は、仮に本要件の該当性判断につき、羈束裁量を認めたとし

ても、裁量権の逸脱・濫用があることは明白である。 

① 本件不動産の財産規模は非常に大きいこと 

 本件不動産の財産規模は、台帳価格べースで総額約 1510 億円であり、時価

べースでは更に高額の 3000 億円程度と推定される。本件譲与によって、大阪

市の財産は、大きく減少する。本件譲与の対象全体としても、巨額であるう

えに、個々の高等学校の施設を構成する不動産も、ほとんどが上記に述べた

重要な財産の基準を超えている。 

② 定型性、前例のなさ 

大阪市において、本件不動産の規模の一括譲与は、定型的なものではないう

え、前例もない。 
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③ 実質的対価性がないこと 

 本件市立高校一括移管事業によって、大阪市は本件移管対象高等学校事業

につき、将来の経費の負担を免れることになるが、その一方で、地方交付税

も減縮されるので、実際には、地方財政の構造上プラス効果は見込まれない。 

従って、本件市立高校一括移管事業は、全体としても見ても、本件不動産

との対価関係を見出すことはできない。  

④ 用途指定がないこと 

 既に述べたとおり、用途指定の有無は、特に無償とする必要性を判断する

際の考慮要素があるが、本件市立高校一括移管事業においては、本件不動産

を高等学校事業の用に供するように用途指定が行われない。 

この点、大阪府立学校条例（大阪府条例第 89 条）第２条２項は、「入学を

志願する者の数が三年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善する

見込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする。」と規定している。

大阪市には同様の規定は存在しないが、本件移管対象高等学校は、移管される

と同時に同条項の適用対象となる。 

そして、本件移管対象高校のうち、泉尾工業高校、東淀工業高校、生野工業

高校は再編対象として既に俎上に上っているどころか、大阪市は、大阪府が高

等学校事業を廃止した場合も上記高等学校の不動産の返還を求めないで、売却

すら想定している。  

⑤ 無償貸付の手段を取らない理由がないこと 

 大阪府が高等学校事業を行うに当たり、本件不動産を取得する必要は無く、

本件不動産を無償で借り受けても何ら問題は無い。それにもかかわらず、大

阪市は、無償貸付けではなく、譲与を行う理由について何ら説明を行ってい

ない。 

⑥ 議会の関与の必要性が強いこと 

   本件譲与は、譲渡対象の財産規模が非常に大きく巨額の財産流出をもたら

すものであるだけではなく、事例としての定型性、前例性もなく、実質的対

価性もない。 

本件譲与にあたって、大阪市は用途指定も行わないうえ、本件不動産を無償

貸付としないことについても理由がない。 

すなわち、本件譲与は、議会の関与が強く要請される案件であり、本件譲与

を議決事件とせずに大阪市長ないしその委任を受けた大阪市契約管財局長の権

限で本件譲与を行なったことは、譲与を議決事項とした地方自治法第 96 条第

１項第６号及び同法第 237 条第２項の趣旨を没却ないしそのおそれがあると言

わざるを得ない。 

以上のとおりであり、本件譲与においては、長が個別の議決を経ずに無償

譲渡を行う特別の必要性はないと言わざるを得ず、本件譲与につき、特に無

償とする必要性はない。 

当該要件の該当性につき、大阪市長ないしその委任を受けた大阪市契約管

財局長に裁量権があったとしても、当該要件があるとする判断には裁量権の
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逸脱・濫用があるので、結局、本件譲与は、大阪市財産条例第 16 条、地方自

治法第 96条第１項第６号、同法第 237条第２項に違反して違法である。 

（Ｂ）地方自治法第 96条第１項第６号違反 

ところで、本件譲与は、大阪市財産条例第 16 条に基づき行われ、本件譲与を

議題とする大阪市会の表決は行われていないが、大阪市立学校設置条例（昭和

39年３月 19日条例第 57号）の一部を改正する条例の審議において大阪市会の議

決があったとする見解がある。 

しかしながら、この見解は、地方自治法第 96 条第１項第６号の解釈・適用を

誤るものであることについては、名古屋大学大学院教授稲葉一将氏の意見書が

ある。 

Ｃ 地方自治法第 232条の２違反 

普通地方公共団体の普通財産の譲与は、議会の議決があった場合でも、地方自

治法第 232条の２の適用を受ける。 

すなわち、普通地方公共団体による不動産の譲与は、地方自治法第 232条の２所

定の寄附又は補助に該当し、公益上必要であると認められなければならない。 

公益上の必要があるとした当該団体の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し、

又はこれを濫用したものである場合は、当該譲与は、議会の議決があった場合で

も、同条に違反して違法である（最判平成 23年１月 14日）。 

地方自治法第 96 条第１項第６号が議会の権限を定めたものであるという建前か

らすれば、当該譲与が議決事件である場合は、公益上の必要があるとした当該団

体の議会の議決につき裁量権の逸脱・濫用が問われるのが自然であるが、判断主

体を、長とするにせよ、議会とするにせよ、普通公共団体による譲与は、地方自

治法第 232条の２の適用を受けることになる。 

本件譲与は、その目的においては、大阪府による高等学校事業の用に敷地及び

建物施設を供することであるので、目的においては公益性があるとはいえるが、

譲与する財産の規模、すなわち、大阪市の損失を考えると、それを凌駕する公益

上の必要性は考えられない。 

従って、本件譲与は、地方自治法第 232条の２に違反して違法である。 

  Ｄ 地方教育行政法に反すること 

（Ａ）大阪市における大綱の策定について 

大阪市では、平成 27 年４月 28 日に第１回大阪市総合教育会議、平成 28 年

２月 17日に第２回大阪市総合教育会議が開催された。 

第２回大阪市総合教育会議の議題は、「教育に関する大綱の策定について」

であるところ、同会議において、地方教育行政法により市長が定める大綱は、

教育基本法第 17 条２項、並びに大阪市教育行政基本条例第３条および第４条

に基づき定めた「大阪市教育振興基本計画」（平成 25 年３月策定）をもって

これに代えることとすると決定された。 

なお、大阪市教育振興基本計画の策定経過は以下のとおりである。 

 

平成 23 （2011）年３月策定 
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平成 25 （2013）年３月改訂 

平成 28 （2016）年３月変更 

平成 29 （2017）年３月改訂 

令和２（2020）年３月変更 

令和３（2021）年３月変更 

令和４（2022）年度～令和７ （2025）年度 

 

（Ｂ）本件移管について 

大阪市総合教育会議は、平成 27年 4月 28日に開催され、令和３年度末まで

に延べ 19回開催された。しかしながら、延べ 19回開催された大阪市総合教育

会議において、本件移管を含む高等学校の移管については、一度も議題にあ

がっておらず、全く議論されていない。 

また、平成 25 年３月改訂から令和３年３月に変更した大綱（大阪市教育振

興計画）では、府市の統合については触れられているものの、本件移管を含

む高等学校の移管については、ほとんど触れられていない。 

ところが、令和４年度から令和７年度までを期間として新たに策定された

大阪市教育振興基本計画（2022（令和４）年３月策定）では、市立高等学校

が府へと移管されたことを既成事実として扱い、「令和４年度（2022 年度）

の大阪市立高等学校の大阪府への移管に伴い、この計画は、就学前教育に始

まり、小学校及び中学校における義務教育までの学校園に関する教育施策と

ともに、人生100年時代を見据え、生涯を通した学びが一層重要になっている

ことから、生涯学習に関する教育施策を対象範囲とします」と記載し、高等

学校教育に関する事項を教育振興基本計画（大綱）の対象範囲から完全に除

外している。すなわち、大阪市は、大綱を変更しているにもかかわらず、こ

の点については、大阪市総合教育会議で何ら議論されていない。 

   （Ｃ）地方教育行政法違反 

 ａ 地方教育行政法違反 

地方教育行政法では、地方教育行政法 24 条において、教育委員会および地

方公共団体の長は、それぞれが事務を管理し、執行するに当たっては、「法

令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の期間の定める規則及び

規定に基づかなければならない」と規定しているところ、本件移管は、「教

育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文

化の振興を図るため重点的に講ずべき施策」（地方教育行政法１条の４第１

項第１号）に該当するにもかかわらず、既に述べたように、大阪市総合教育

会議で全く協議されておらず、大綱にもほとんど記載されていない。 

また、大阪市教育振興基本計画（2022（令和４）年３月策定）では、市立

高等学校が府へと移管されたことを既成事実として扱い、高等学校教育に関

する事項を教育振興基本計画（大綱）の対象範囲から完全に除外しており、

「大綱」を変更しているにもかかわらず、「大綱」を変更することについて、

大阪市総合教育会議で何ら議論されていない。 



 

20 

以上から、本件移管に関しては、地方教育行政法第 24 条、同法第１条の４

第１項第１号および１条の３第２項に違反する。 

この点、本件移管の政策決定過程において地方教育行政法上の違法がある

ことについては、元大阪市教育委員であり、武庫川女子大学教育学部教授

（意見書作成日令和４年 10月 17日）現在）の矢野裕俊氏の意見書がある。 

ｂ 財務会計法規違反 

地方教育行政法上の違反については、それは直ちに財務会計法規の違反を

もたらす者ではないとの反論はありうるところであるが、本件移管における

地方教育行政法上の違反は、地方教育行政における政策決定の秩序を著しく

乱すものであり、その違法性の程度は甚だしいと言わざるを得ず、その違法

性は、本件移管に伴う財務会計行為の違法性をもたらす十分な理由となるも

のと解する。 

また、百歩譲っても、本件移管における地方教育行政法上の違反は、本件

移管の目的の公益性を否定するものであり、地方財政法その他の財務会計法

規の違反の判断に当たって、本件移管又はその目的につき公益性があるもの

として考慮することは許されない。 

Ｅ 地方自治法第 238条第１項 

前述の通り、行政財産は、地方自治法第 238条の４第２項から第４項までに定め

るものを除き、交換、売払、譲与、出資若しくは信託等の処分又は貸付け若しく

は私権の設定を行うことができない（同条第１項）。   

地方自治法第 238条の４第２項から第４項までに定めるものとは、行政財産の貸

付け及び私権の設定に関するものであるので、結局、行政財産は、交換、売払、

譲与、出資若しくは信託等の処分を行うことができないということになる。 

本件譲与において、本件不動産は、手続上、行政財産から普通財産への変更が

なされているものと解されるが、高等学校事業そのものは廃止されるわけではな

いので本件不動産は、行政財産としての実体を失っていない。 

従って、行政財産の譲渡を目的とする本件譲与は、地方自治法第 238条第１項に

違反するものである。 

エ 大阪市の有する請求権 

（ア）債務不履行又は不法行為 

大阪市長松井一郎の指揮監督ないし意思決定のもと、大阪市契約管財局長宮本

浩之が令和４（2022）年４月１日に本件不動産を大阪府に譲与する旨の契約を締

結したことは、既に述べたとおり、地方財政法等に違反する違法な財務会計上の

行為であり、その結果、大阪市は、本件不動産相当額の財産的損害を被った。 

当該譲与の契約を締結し、又は、これを指揮監督ないし譲与の意思決定を行な

った宮本浩之及び松井一郎の行為は、大阪市に対する債務不履行又は不法行為に

該当し、当該行為につき故意又は過失がある。 

（イ）大阪市の損害 

大阪市の土地台帳価格に基づくと、現時点（令和５（2023）年２月 28 日現在）

で譲与が行われていないものも含めて、令和４（2022）年３月 31 日時点で大阪市
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が設置者であった高等学校の施設（不動産）の価格は、別紙財産目録の通りであ

り、約 1,510億円となる。 

そのうち本監査請求において問題としている本件不動産の価格は

115,979,315,231 円となる。この金額は、あくまで土地台帳価格であるので、実勢

価格は、これを上回る。 

すなわち、本件譲与契約による大阪市の損害は、1159億円を下回らない。 

（ウ）請求権 

以上の通りであり、大阪市は、松井一郎及び宮本浩之（以下「相手方ら」とい

う。）に対し、債務不履行又は不法行為に基づき少なくとも 1159 億円を下回らな

い損害賠償請求権（以下「本件損害賠償請求権」という。）を有している。 

（エ）市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について 

Ａ はじめに 

市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年３月 27 日・条例第

28号、以下「免責条例」という。）第２条は以下のとおり規定する。 

 

（損害賠償責任の一部免責） 

第２条 市長等が本市に対して損害を賠償する責任を負う場合において、職務

を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該責任を負う額から次に

掲げる区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額について、当該責任を

免れさせる。 

(1) 市長 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号)第 173条第１項第１号に

規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額（以下「基準給与年額」とい

う。)に６を乗じて得た額 

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監

査委員 その者の基準給与年額に４を乗じて得た額 

(3) 人事委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は水道局長 

その者の基準給与年額に２を乗じて得た額 

(4) 前２号に掲げる職員以外の本市の職員 当該職員の基準給与年額 

 

相手方らに対する執行機関の損害賠償請求が認められた場合、相手方らに免

責条例２条の適用があれば、宮本浩之については、免責条例２条４号に定める

額、松井一郎については、免責条例２条１号に定める額の限度で責任を負う。 

 Ｂ 相手方らに免責条例の適用がないこと 

しかしながら、相手方らは、以下に述べるように、職務を行うにつき悪意ま

たは重大な過失があるため、免責条例２条の適用はない。 

（Ａ）地方自治法 96条１項６号の議会の議決がない 

行政実務において広く参照されている松本英昭「新版逐条地方自治法第９

次改訂版」（学陽書房、2017 年） 1003 頁によると、「譲与」とは「無償で

財産を譲渡すること」である。したがって、本件無償譲渡契約は、地方自治

法 96 条１項６号および 237 条２項が定める「適正な対価なくしてこれを譲渡」
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する行為に該当するところ、個別の議会の「議決」を要することは明らかで

ある。なお、札幌高判平成 17年７月 19日判タ 1210号 125頁は、財産の無償

譲渡の場合においても地方自治法 237条２項が適用されると判示している。 

ところが、松井一郎は、法令の解釈を誤り、財産条例 16 条の適用があると

考え、地方自治法 96 条１項６号および 237 条２項の議決は必要ないと判断し、

本件譲与という処分行為について大阪市会の議決を求める個別の議案は提出

しなかった。したがって、本件譲与について、適正な対価によらない財産譲

渡等を行う「必要性と妥当性」は、議会においてまだ「審議」されておらず、

本件譲与契約は無効である。 

にもかかわらず、宮本浩之は、松井一郎の指揮監督のもと、本件無償譲渡

契約を締結した。 

本件譲与契約を締結するに際し、条例 16条の適用がなく、地方自治法 96条

１項６号および237条２項の議決が必要であることは、行政実務で参照されて

いる文献やこれまでの裁判例から明らかであるが、相手方らは、文献や裁判

例を参照あるいは検討せず、条例 16 条の適用があると判断しているところ、

相手方らの上記判断には、故意あるいは故意と同視し得る重大な過失が認め

られる。 

（Ｂ）地方財政法違反 

大阪府による本件不動産の無償取得は、大阪府の行う高等学校の施設の建

設事業に要する経費の一部を大阪市に負担させること、あるいは経費負担の

転嫁に他ならないから、本件無償譲渡契約の締結は、地方財政法第 27 条第１

項および第 28条の２に違反することは明らかである。 

相手方らは、本件譲与契約を締結することが地方財政法第 27 条第１項およ

び第 28 条の２に違反することは容易に判断することができるにもかかわらず、

松井一郎の指揮監督のもと、宮本浩之は、漫然と本件無償譲渡契約を締結し

ていることから、相手方らの判断には、故意あるいは故意と同視し得る重大

な過失が認められる。 

（Ｃ）地方自治法 232条の２及び同法第 238条第１項違反 

既に述べた通り、本件譲与契約の締結は、地方自治法第232条の２に違反す

る。すなわち、本件譲与の財産規模は、約 1159 億円であるところ、大阪市に

とっては、本件譲与により、上記財産規模に見合う公益性は全く存在しない。

そのため、本件譲与は、「公益上必要がある場合」に該当しない。したがっ

て、本件無償譲渡契約の締結は、地方自治法第 232条の２に違反する。 

相手方らは、本件無償譲渡契約を締結することが地方自治法 232 条の２の

「公益上必要がある場合」に該当しないことについて容易に判断できるにも

かかわらず、松井一郎の指揮監督のもと、宮本浩之は、漫然と本件無償譲渡

契約を締結していることから、相手方らの判断には、故意あるいは故意と同

視し得る重大な過失が認められる。 

また、本件不動産の実体が行政財産であることは明らかであるので、地方
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自治法第238条第１項違反についても相手方らには悪意・重過失があると言わ

ざるを得ない。 

（Ｄ）小括 

以上から、相手方らは、本件譲与契約の締結が地方自治法第 96 条第１項６

号、地方財政法、地方自治法 232条の２及び同法第 238条第１項に違反するこ

とは容易に認識することができるにもかかわらず、松井一郎の指揮監督のも

と、宮本浩之が本件譲与契約を締結したことは、職務を行うにつき、悪意ま

たは重大な過失があるといえるため、免責条例２条の適用はない。 

オ 怠る事実 

（ア）債権取立ての義務 

普通地方公共団体の長は、当該地方公共団体の有する債権を管理しており、その

債権について、政令の定めるところにより、債権の保全及び取立てに関し必要な措置

をとらなければならない（地方自治法第 148条、149条６号、240条２項）。 

（イ）地方自治法第 242条第１項所定の怠る事実 

大阪市は、大阪市に対し、本件損害賠償請求権を有しているところ、大阪市長は、

未だにこれを行使していない。 

これは地方自治法第 242条第１項所定の違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実

に該当する。 

カ 結語 

以上の通りであり、請求人らは、本件譲与契約を締結した大阪市契約管財局長及び

これを指揮監督する立場にあった大阪市長に対して、大阪市の被った損害を補填する

ため、上記（１）の住民監査請求の趣旨の通り、大阪市が被った損害の賠償請求を行

うよう求めるものである。 

 

 

２ 請求の受理 

本件請求は、大阪市長及び契約管財局長の故意又は過失（重過失）により行われた違法な

市立高等学校等財産無償譲渡により本市が被った損害に係り、本市が両者に対して有してい

る損害賠償請求権を未だ行使していないことについて、違法不当な財産の管理を怠る事実に

当たるとしてなされたものとして、地方自治法（以下「法」という。）第 242条の要件を満

たしているものと認め、受理することとした。 
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第２ 監査の実施 

 

１ 監査の対象事項等 

大阪市立高等学校等の各高等学校の財産（不動産及びこれに付属する備品）の大阪府への

無償譲渡を対象に、それが違法不当な財産の処分となり大阪市に損害が発生し、その結果、

損害賠償請求権が成立するかについて、大阪市監査委員監査基準に準拠して住民監査請求監

査を実施した。 

 

２ 監査の実施場所及び日程 

（１）実施場所 

行政委員会事務局執務室等 

 

（２）実施日程 

令和５年３月 14日（火）から４月 27日（木）まで 

 

３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

法第 242条第７項の規定に基づき、請求人に対して、新たな証拠の提出及び陳述の機会を

与えたところ、請求人から請求書の要旨を補足する陳述があり、その内容は、次のとおりで

ある。 

・ 私は本件に限らず、常々、そもそも大阪市のオーナーは誰かということを考える。分かりや

すく言うと、大阪市をアパートに例えると、家主はもちろん市長ではない。我々市民が家主

である。市長は家主から管理を任されている管理人である。アパートの家主と管理人、どち

らがアパート経営についてイニシアティブをとるべきか。当然、家主である。もし家主の方

針に従わない管理人がいたとすれば問題である。ましてや、家主の大事な資産を勝手に無償

譲渡するような管理人には法的措置がとられて当然である。 

・ 先ほどのアパートの例えでいうと、大阪市会の議員は、少しややこしいが、家主が法人だと

すると家主側の社員である。つまり、管理人が契約違反していたり、不正を働いていないか

をチェックして、家主の利益を守るのが役目である。しかし不思議な事に、家主の利益を毀

損するような行動をする社員が多い現状である。 

・ 折しも４月９日はこの管理人と本来、管理人の不正や契約違反をチェックすべき家主側の社

員との契約更新をする４年に一度のチャンスである。私を含め多くの大阪市のオーナーは、

新たな管理人、新たなオーナー側の社員に契約を切り替えるであろう。それだけでなく、自

らが、社員として現場に出ようとするオーナーも数人いる。私は全力でそういうオーナーを

応援するつもりである。 

 

・ 今回の住民監査請求は大阪市立高校すなわち大阪市が所有していた不動産が、大阪府に違法

に無償で譲渡された結果、大阪市、大阪市民が 1,159 億円を下回らない損害を被ったので、

地方自治法の規定により、無償譲渡の意思決定を行い、契約締結を指揮・監督した市長松井

一郎及び契約管財局長に対して大阪市民の被った損害を填補するために損害賠償請求を行う

ことを求めるものである。 
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・ 現在、市立高校４校、水都国際高等学校、扇町総合高等学校、桜宮高等学校、東淀工業高等

学校が無償譲渡されておらず、工事終了後に無償譲渡の予定である。納税者の苦労も顧みず、

大阪市の無償譲渡という大判振る舞いは、市民の感覚からして全く納得できないことである。

法的にいっても地方財政法に抵触するのは明らかである。地方財政法では府立高校の建設事

業は府が負担することとなっている。 

・ 今回の問題で指揮・監督する立場にある松井一郎市長に損害賠償という形で、責任を明らか

にするための住民監査請求である。 

・ ２度の住民投票否決をなし崩しにする広域行政一元化条例制定に至る経過の中で市会にお 

いて高校移管が提案され決議され、2022 年４月に市立高校が一括移管された。都構想に関わ

る住民投票で示された、市民の意思とは真逆な一元化条例と高校移管・無償譲渡問題を私た

ちは問題視し、差し止めを求める住民監査請求、それに続く住民訴訟、控訴審と経過してき

た。 

・ 大阪市は高等学校の施設として供されていた土地・建物を大阪府に無償で譲渡する旨の契約

を締結したが、その際、無償譲渡を議題とした大阪市会の評決は存在しない。 

・ 全市会議員へのアンケートを行ったが、各議員各会派の認識が出て、みんなバラバラである

ことが明らかとなった。 

・ 疑問に思ったことは府への移管によりどのような教育的効果があるのか、全くもって理解し

がたい。府への移管は、市立高校教育に携わった人たち、生徒、卒業生の思いをくみ取り、

また大阪市民に理解されている教育施策なのかということである。決してそうではない。 

・ そこで、大阪市の行政を見守るために集まったメンバーが、市会での議論について地域の議

員の話を聞く機会を作った。その議員の説明に愕然となる。東淀川区の議員だが、府営住宅

が無償で譲渡されているからよいではないかということを述べられた。バーターとは言わな

いが府営住宅をもらっているのだからよいではないかと述べられて愕然とした。 

・ 今回の市立高校の不動産を府に無償譲渡した手法だが、地方自治法では行政財産は交換、売

払、譲与、出資、信託等の処分ができないとしている。府に移っても高等学校事業そのもの

は廃止されておらず、不動産は行政財産としての実態を失っていない。2022 年３月末日から

４月１日の間、市から府への移管の過程で極めて強引な手法が行使されている。今回の移管

は、高等学校の教育を正常に移管するよりも、何がなんでも財産をむしり取るという以外の

何物でもなく、そこには教育の条理は全く見当たらない。この事実が明らかになればなるほ

ど、到底市民には理解しがたく賛同は得られない。 

・ 大阪市では地方教育行政法により、市長が定める教育に関する大綱は大阪市教育振興基本計

画をもってこれに代えると決定されている。しかし、延べ 19 回開催された大阪市総合教育会

議において無償譲渡を含む市立高校移管について一度も議案に上がらず、まったく論議され

ていないし、会議資料にも言及がない。このことは矢野裕俊教授が指摘しておられる。矢野

教授意見書は事実証明として提出している。矢野武庫川女子大教授は元大阪市の 2009 年から

2013年まで教育委員、2011年に教育委員長を務めている方である。 

・ ところが、請求書 37 頁に記載したように、突如 2022 年策定の大阪市教育振興基本計画では

市立高校が府に移管されたことを既成事実として扱っている。高校教育に関する事項を教育

振興基本計画の対象範囲から完全に除外しているのである。大阪市は大綱を変更しているに

もかかわらず、大阪市総合教育会議で何ら議論されていない。 
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・ 今回の移管は地方教育行政法の規則及び規定を無視し、大阪市総合教育会議で全く協議され

ておらず、大綱にもほとんど記載されていないことが明らかである。この事実からも、今回

の市立高校の府への移管は地方教育行政法違反である。 

・ 矢野教授は意見書で今回の市立高校 22 校が一括して府へ移管され、またそれに伴って市立高

等学校に係る教育財産が府に無償譲渡されたことにつき、それが単なる設置管理者の移転や

変更に留まらない、重大な問題を含むものであり、またそのために採られた手続きに看過で

きない重大な瑕疵があると述べられている。 

・ その中で府への移管の発端となった、2019 年５月の市会定例会議における市長の施政方針演

説の中で表明された、現在の教育委員会で市内にある 400 以上の小中高等学校を見るのは無

理があります、という極めて唐突な認識が示された点を重視したい。 

・ 市の教育行政を主管する大阪市教育委員会においても、市長と教育行政により構成される総

合教育会議においても、どのような無理があるのかについて議論されたことは一度もなく、

無理があるとの認識は共有されていない。また、市長に策定権限のある大綱、つまり大阪市

教育振興基本計画を踏まえたものでもなかったと矢野教授は述べられている。策定権限はあ

るが、首長が独断で大綱を定めたり変更は出来ないはずである。 

・ 22 校に及ぶ市立高等学校の府への一括移管がなぜ必要なのか、市と府の高校生の学びにどの

ような利点をもたらすのか、またどのような問題点があるのかについて誰からも明示的説明

がなされておらず、ほとんど議論も行われず、市長の専決事項であるかのように扱われ、市

教育委員会はそれを追認してきた。これは明らかに地方教育行政の組織及び運営に関する法

律から逸脱するものである。さらに言えば、市立高校の府への移管は、大阪市が明治時代か

ら今日まで百数十年をかけて築いてきた、特色ある実業教育のあり方に対する責任をいきな

り放棄するものである。この重大決定について大阪市、市教育委員会とこの決定に関わった

全市会議員は市民にどのように説明しているのかを明らかにする責任がある。 

・ 経過をたどると、市立高校の府への移管は、大阪市を廃止・解体し大阪府の特別区に再編す

ることを目指した、いわゆる都構想を下敷きにするものであり、府市統合本部での議論をそ

のまま受け入れ進められた。しかし、府市統合を目論む都構想の住民投票により否決された

後も、当時の松井知事と吉村市長により意思決定機関の外でレールが敷かれた。 

・ 2015年５月 17日と 2020年 11月１日に行われた住民投票により、大阪市廃止、特別区への再

編成という方針は２度にわたって市民に否定された。府市統合本部は最初の投票での反対を

受けて廃止された経過がある。 

・ それにもかかわらず、住民の意思を受け止めることなく、かつての府市統合本部において策

定された計画を押し通そうとした市長及びそれに追従し真摯な議論を怠ってきた市教育委員

会の姿勢は、市民に対して責任を負うべき教育行政の責任を投げ出すものであるといえる。 

・ さらに、長年の市立高校の実践の中で、市教育委員会事務局において培われてきた実業教育

や新しいタイプの専門教育の開発と経営に関わる手法、知的財産は一朝一タに出来上がった

ものではない。移管によって市に培われてきた教育資産が投げ出されてしまった。 

・ 改めて、無償譲渡の前提となる市立高等学校の府への移管についてその問題点を矢野教授意

見書に沿って指摘する。まず、大阪市立高等学校の府への移管は、地方教育行政法の定めに

基づいて行われたものでなく、むしろ同法に違反した松井市長の独断ともいえる方針表明に

より進められた施策である。それには必然性も妥当性もない。 



 

27 

・ 次に、大阪市立高校の府への移管と教育財産の無償譲渡は、住民投票で否定された府市統合

に固執して進められた施策であり合理的な根拠を持たない。最後に、府への移管と無償譲渡

は不当であり、撤回すべきである。市長はじめ関係者の責任は重大である。 

・ 大阪市立高等学校を府に一括移管する必要性が全く見当たらない。松井一郎大阪市長の指揮

監督、意思決定のもと大阪市契約管財局長が、2022 年４月１日に市立高校不動産を府に譲渡

契約したことにより大阪市、大阪市民は不動産相当額の損害を被ったことは明らかである。

不動産価格は控訴中の４校を除きあくまで台帳価格で約 1,160億円である。 

・ 大阪市は市が被った損害の賠償を松井市長、宮本契約管財局長両名に対して請求する権利を

有している。直ちに損害賠償請求を決定していただきたい。 

 

 なお、陳述時の質疑応答において、次のことを確認した。 

（アンケートで、会派で意見が違うとはどのような回答であったのか。） 

・ 今回の議案 182 号に、条例と高等学校と中学校の廃止以外に、無償譲渡も含まれているとい

う認識であったかどうかという質問が一つ、議会において地方自治法 96 条１項６号の議会の

議決が必要だという説明があったかという質問が一つ、議会において大阪市財産条例 16 条に

よって無償譲渡するという説明があったかどうかという質問と、議会の議決が必要だという

前提であれば、この無償譲渡について賛成するかどうかという質問、この４つの質問と、そ

もそも議会に出席していたかどうかということは当然尋ねている。自民党、公明党、自民く

らしとほぼ答えが全部違う内容であり、16 条でやりますという説明を受けたというふうに聞

いた会派もあれば聞いていないという会派もあり、地方自治法 96条 1項６号の議決がいると

いう説明を市会事務局から聞いたというふうに入っている会派もあれば、聞いていないとい

う会派もある。議案 182 号の中に、無償譲渡も含まれているというふうに認識している会派

もあれば、それは含まれていないという会派もある。 

・ 若干補足すると、会派という説明をしたが、各議員が個別に回答しているところもあれば、

会派でまとめて回答しているところもある。 

・ 質問とそれに対する回答については、追加で事実証明書として出したいと思う。 

・ いずれにしても、議案というのはすべて重要なわけで、提出された趣旨なり意味合いについ

て、議員がそれぞれ違う認識で議会の議決に臨んでいるということは、極めて憂慮すべきも

のである。 

・ そのようなことが、今回の高校の移管問題、無償譲渡問題で、現状、起こっているというこ

とを指摘していた。もともと 182 号議案というのは、高校廃止、高校の設置について廃止す

るという条例で、それ自体は財産権の移転ということについては何ら触れてないという状況

の中で、実際に前回我々が監査請求した監査委員の判断もそうであるし、その先行する住民

訴訟、地裁の判決においても、実質的に、財産権の転用する高校の財産を移転することにつ

いても審議して判断したというような判断となったので、我々の方で実際のところ議員の

方々はどういう認識で議決をされたのかというふうに、アンケートをとったわけである。 

・ その結果が先ほど申し上げたように各会派或いは議員の中でも各人ごとにバラバラの認識で、

結局のところ先ほど別の請求人からの指摘もあったが、要するに議題の中に含まれていない

ので、そうすると皆さん自分が何を評決しているかよくわからないまま議決している。そう
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いう実態が我々のアンケート上で明らかになった。これを前の住民訴訟で、高等裁判所に証

拠で出している。 

・ 今回ご質問があったので途中で事実証明として出させていただこうと思っている。 

 

４ 監査対象所属に対する調査（35ページ以降に詳述） 

令和５年３月 31日及び同年４月 20日に、行政委員会事務局職員が、契約管財局職員に対

して調査を行った。 

 

 

 

第３ 監査の結果 

 

 本件監査の実施にあたっては、令和３年７月 30 日付けで提出のあった市立高等学校等の財産

無償譲渡差止に係る監査請求（以下、「前回監査」という。）と同一の財務会計行為に対する監

査であったことから、以下の「１ 本件請求に係る事実関係」のうち、「（２）市立学校設置条

例の一部を改正する条例案の提出に至る経過」及び「（３）市立学校設置条例の一部を改正する

条例案の審議等について」については、前回監査における監査の結果と同内容を下記のとおり記

載する。 

 

１ 本件請求に係る事実関係 

（１）関係法令等 

ア 地方自治法の規定 

普通地方公共団体の議会は、条例で定める場合を除いて、財産を交換し、出資の目的

とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しく

は貸し付けることを議決しなければならないとされている（第96条第１項第６号）。 

普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をするこ

とができるとされている（第232条の２）。 

第238条の４第１項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条

例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはな

らないとされている（第237条第２項）。 

行政財産は、第238条の４第２項から第４項までに定めるものを除くほか、これを貸

し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私

権を設定することができないとされている（第238条の４第１項）。 

 

   イ 地方財政法の規定 

国は、地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民

に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金等を割り当てて強制的に徴収等す

るようなことをしてはならないとされている（第４条の５）。 

高等学校の施設の建設事業を除き、都道府県の行う土木その他の建設事業でその区域
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内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度にお

いて、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる

とされている（第27条第１項）。 

地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務につい

て、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地

方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならないとさ

れている（第28条の２）。 

 

   ウ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

     地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされており、大綱を定め、又はこ

れを変更しようとするときは、あらかじめ、総合教育会議において協議するものとされ

ている（第１条の３）。 

     また、地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議を行うため、総合教育会議を設

けるものとされている（第１条の４）。 

 

   エ 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 

都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高

等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならず、この場合、都道府県は、その区

域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しな

ければならないとされている（第４条）。 

 

   オ 大阪市財産条例 

普通財産は、公用又は公共用に供するため特に無償とする必要がある場合に限り、国

又は公法人にこれを譲与することができるとされている（第16条）。 

 

 （２）市立学校設置条例の一部を改正する条例案の提出に至る経過 

   ア 平成26年１月大阪府市統合本部会議等 

大阪市立の高等学校の大阪府への一元化について、平成26年１月28日に開催された、

第22回大阪府市統合本部会議において、高等学校については、新たな大都市制度実施時

期に合わせて移管を行うこととする、ただし、大阪市立高等学校（枚方市）のみ関係者

理解など条件が整い次第、大阪府に移管するものとするという基本的な考え方について

協議が行われ、同年同月29日に開催された戦略会議において、その基本的な考え方の方

向で進めることが決定された。 

 

   イ 令和元年５月23日施政方針演説 

令和元年５月23日、市会定例会において行われた施政方針演説において、前市長は、

市立の高等学校は大阪府に移管し、基礎自治体である大阪市は、小中学校に特化した上

で、人材や予算を集中させる旨を表明した。 
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   ウ 大阪市立の高等学校等の大阪府への移管に向けた基本的な考え方について 

令和元年８月27日に開催された第17回教育委員会会議において、議案第63号大阪市立

高等学校等の大阪府への移管について、が上程され、以下に示す大阪市立の高等学校等

の大阪府への移管に向けた基本的な考え方について（以下「基本的な考え方」とい

う。）（案）により大阪府と協議を進めることが可決された。 

基本的な考え方（案）のうち、財産の取扱いに関するものは次のとおり。 

（１）移管の対象と時期（抜粋） 

・令和６年３月に閉校予定の南・西高等学校の校舎・用地は大阪市の資産として取り

扱う。 

（２）移管に関しての対応方針（抜粋） 

・土地、建物、工作物及び備品等については、大阪市より大阪府に対して無償譲渡す

る。 

 （移管する施設等については、府市で協議を行った上で、府立学校の運営に必要の

ないものは移管しない。なお、移管時点で工事中の学校については、大阪市にお

ける工事終了後、すみやかに無償譲渡を行う。） 

 

基本的な考え方（案）は、令和元年10月２日の市会教育こども委員会において報告さ

れ、財産の取扱いに関して、永井啓介委員からは、統廃合後の跡地利用について意見が

あり、また長岡ゆり子委員からは、土地・建物の無償譲渡について質疑があり、理事者

からは、事業の安定的な運営を行うためにも、事業のための資産と負債を一体的に管理

することが必要である旨の答弁があった。 

また、同年11月７日の市会決算特別委員会において、多賀谷敏史委員から、大阪府に

土地、建物を無償で譲渡する必要はなく、無償使用を認めることでよいのではないか、

また、市民に損害を与えないようにしなければならないのではないかとの質疑があり、

理事者からは、土地、建物については、無償で大阪府に譲渡する旨、また市長からは、

事業の安定的な運営を行うためには、事業のための資産と負債を一体的に管理すること

が必要である旨、また大阪市民も大阪府民であり、その財産の所管が大阪市から大阪府

に移ったところで、大阪府民でもある市民にとって、財産が毀損したことにならない旨

の答弁があった。重ねて多賀谷委員からは、国有財産の制度について、国は、法に定め

がある場合は別として、使用権を持って足りるものであれば、譲与することはできない

と決めている旨の指摘があった。 

 

   エ 大阪市立の高等学校等の大阪府への移管に向けた検討状況の中間報告について 

令和２年１月21日に開催された第１回教育委員会会議において、報告第５号市立高等

学校等移管計画策定に向けた中間まとめについて、が上程され、以下に示す大阪市立の

高等学校等の大阪府への移管に向けた検討状況の中間報告（以下「中間報告」とい

う。）（素案）が報告された。 

中間報告（素案）のうち、財産の取扱いに関するものは次のとおり。 

移管に関しての対応方針 

・土地、建物、工作物及び備品等については、大阪市より大阪府に対して無償譲渡す
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る。 

 （移管する施設等については、府市で協議を行った上で、府立学校の運営に必要の

ないものは移管しない。なお、移管時点で工事中の学校については、大阪市にお

ける工事終了後、すみやかに無償譲渡を行う。） 

・現在の南高等学校、西高等学校の校地・校舎は無償譲渡の対象外とする。 

 

中間報告（案）は、令和２年２月17日の市会の教育こども委員会において報告され、

理事者から、教育内容等以外の方針については、前回の報告（上記ウ）から大きな変更

がない旨の報告があった。 

また、令和２年３月18日の市会の教育こども委員会において、木下吉信委員から、府

に移管された後でも、もともとこれは大阪市民の財産あることを踏まえた縛りをかけて

ほしい旨の質疑があり、理事者から、成案化された移管計画並びに再編整備計画は、府

市連名で広く市民・府民に公表する行政計画であり、府に移管された後も計画に基づき

実施されていく旨の答弁があった。 

 

   オ 大阪市立の高等学校等移管計画について 

令和２年８月18日に開催された第10回教育委員会会議において、議案第68号大阪市立

の高等学校等移管計画（案）について、が上程され、大阪市立の高等学校等移管計画

（以下「移管計画」という。）（案）の策定について可決された。移管計画（案）にお

ける財産の取扱いについては、中間報告（案）から変更はない。 

移管計画（案）は、令和２年９月18日の市会教育こども委員会において報告された

が、その際、次の内容の大阪市立の高等学校等の大阪府への移管に伴う譲渡財産の取扱

いの基本的な考え方について（以下「譲渡財産の取扱いの基本的な考え方」という。）

（案）が合わせて報告された。 

譲渡財産の取扱いの基本的な考え方（案）は次のとおり。 

〇財産は、起債償還費を併せて承継することとして、無償で譲渡する。 

〇譲渡した財産は、移管した高校の用途に直接使用することを基本とする。 

〇譲渡した後に、移管した高校について定員割れ等により再編することが必要となっ

た場合の取扱いは、次のとおりとする。 

・府立高校の用途に利用することを原則とする。 

・特別支援学校の用途に転用することが必要な場合は、転用可能とする。 

・ただし、普通財産としての処分（売却等）については、収益を府立学校の教育

充実に充てる場合は、処分可能とする。 

〇移管と併せて再編を検討している高校（泉尾工業高校、東淀工業高校、生野工業高

校）の取扱いは、次のとおりとする。 

・廃校とすることが決定した高校が使用していた財産は、売却することを基本と

し、収益を再編により新設する工業高校、都島工業高校、又は工芸高校の教育

の充実に使用することとする。 

 

報告の後、財産の取扱いに関して、石川博紀委員から、再編整備の対象である工業系
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高等学校３校の土地面積や価格について質疑があり、理事者から、泉尾工業高校、東淀

工業高校、生野工業高校の３校の令和２年４月１日時点の公有財産台帳上の面積及び価

格について答弁があった。また石川委員から、大きな土地を手放すことの周辺のまちづ

くりへの影響について意見があった。 

令和２年11月18日に開催された戦略会議において、大阪市立の高等学校等の大阪府へ

の移管に向けて、平成26年１月の戦略会議で決定した移管時期や資産・負債の取扱い等

に関する基本的な考え方を、新たに策定した移管計画（案）に基づく方針へ変更すると

ともに、それに伴って府市で策定した譲渡財産の取扱いの基本的な考え方（案）が決定

された。 

 

 （３）市立学校設置条例の一部を改正する条例案の審議等について 

ア 理事者からの説明 

令和２年12月３日の市会教育こども委員会において、理事者より、市立学校設置条例

の一部を改正する条例案の説明があり、その際、移管計画（案）及び譲渡財産の取扱い

の基本的な考え方（案）について、配付及び説明が行われた。移管計画（案）は、令和

２年９月18日の市会教育こども委員会における報告から変更はなく、譲渡財産の取扱い

の基本的な考え方（案）については、「普通財産としての処分（売却等）については、

収益を府立学校の教育充実に充てる場合は、処分可能とする。」の後に、次のとおり追

記したことが説明された。 

追記した部分は次のとおり。 

・普通財産としての処分（売却等）については、生じた収益を府立学校の教育の充実 

のために充てていく場合は処分可能とする。ただし、その収益を通常の学校運営に係

る経費には充てないこととする。なお、当該収益の使途については、毎年度公表する

ものとする。 

《府立学校の教育の充実例》 

・ニーズや教育課題に対応した、新たな高等学校や特別支援学校の開設 

・教育の充実のために必要な設備更新や建物改修 

・新しい時代に必要となる生徒の資質・能力の育成につながる事業 など 

 

イ 令和２年 12月３日の教育こども委員会における財産の取扱いに関する主な質疑等 

伊藤亜実委員からは、移管した財産の取扱いの担保について、また条例改正の議案だ

が、譲渡財産の取扱いの基本的な考え方を含めて判断するものかについて質疑があり、

理事者から、大阪府教育委員会と大阪市教育委員会の両教育長の間で覚書を締結する予

定である旨、また譲渡財産の取扱いの基本的な考え方の内容も含め、一体のものとして

判断されたい旨の答弁があった。 

石川博紀委員からは、売却収益を充実した教育に使ってもらえるかの担保について、

無償譲渡しようとしている土地の価格について、大阪市財産条例第16条の「特に無償と

する必要」について、無償貸与とした場合の弊害について、また有償譲渡についての質

疑等があり、理事者からは、当該収益の使途を毎年度公表する旨を追記した旨、土地の

価格は令和２年４月１日時点の公有財産台帳上の価格では約1,275億円である旨、学校
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運営を行うものが自ら学校資産を所有し、一体的に管理しながら運営することが必要で

あり、貸与とした場合、学校の土地・建物において何らかのトラブルが発生したとき

に、迅速・的確な対応が困難となり、各高校の運営の支障となるおそれがある旨、また

無償譲渡が前提の移管計画案である旨の答弁等があった。 

太田晶也委員からは、大阪府へ財産を譲渡することが目的なのではとの意見があっ

た。 

岸本栄委員からは、譲渡財産の処分収益のチェック等について、また譲渡財産が処分

可能となった際の大阪市での優先的な活用等について質疑があり、理事者からは、府と

市で協議の場を設け、市会へも報告する、また本市における活用用途の有無を優先して

確認して進めることについて理解を得ている旨の答弁があった。 

井上浩委員からは、覚書の効力について指摘する意見があった。 

 

ウ 市立学校設置条例の一部を改正する条例案の可決について 

令和２年12月９日の市会定例会において、教育こども委員長より、教育こども委員会

に付託された市立学校設置条例の一部を改正する条例案については、次の附帯決議を付

して原案を可決すべきものと決した旨の報告があった。 

附帯決議は次のとおり。 

 

附帯決議 

大阪市立の高等学校等の大阪府への移管にあたっては、大阪府との間で合意した

「大阪市立の高等学校等の大阪府への移管に伴う譲渡財産の取扱いの基本的な考え方

(案)」に基づき、譲渡財産が今後の府立学校の教育の充実に確実に活用されるため

に、以下の事項に留意すること。 

 １ 大阪市教育委員会と大阪府教育委員会で協議の場を設け、譲渡財産の処分の方 

針、収益の活用の方針等の具体的な内容について協議すること。 

２ 協議した内容については、市会に報告すること。 

 

次いで、財産の取扱いについては、次のとおりの討論が行われた。 

太田晶也市議は、土地の無償譲渡について、大阪市財産条例に定める、特に無償とす

る必要はなく、大阪市財産条例第16条、地方財政法第27条及び第28条の２並びに学校教

育法第５条に違反する可能性があるとして、本条例案に反対の討論を行った。 

伊藤亜実市議は、資産や負債を含め、高校運営全般を大阪府が一体的に管理運営をす

ることが大阪全体の教育の充実につながる、ただし、譲渡財産の処分の方針、収益の活

用方針等については、協議した内容について市会で報告を求めるとして、本条例案に附

帯決議を付して賛成すべきとの討論を行った。 

井上浩市議は、大阪市立高校は市民の財産であるとして、本条例案に反対であるとの

討論を行った。 

討論の後採決が行われ、市立学校設置条例の一部を改正する条例案は、附帯決議を付

して可決された。 
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 （４）関連訴訟の判決内容 

    大阪市立の高等学校等の大阪府への移管に伴う土地、建物の無償譲渡に対して、譲渡契

約の差し止めを求めた住民訴訟（令和３年（行ウ）第 119号 財産無償譲渡差止請求事件）

については、令和４年３月 25日に大阪地方裁判所にて判決言い渡しがあった。 

 

ア 主な争点の判断 

・本件無償譲渡契約の締結により、大阪市が大阪府に本件不動産を無償で譲渡し、大阪

府が大阪市から本件不動産を無償で取得することは、大阪府が大阪市に対し大阪府が

負担すべき経費の負担を転嫁するものではない上、大阪府と大阪市との間における適

正な財政秩序を乱すものとはいえず、ひいては地方財政の健全性を害するものとはい

えない。 

・森意見書は、財政的観点から意見を述べたものであって、必ずしも地方財政法 28 条

の２の解釈について述べたものではない。そうすると、森意見書を、本件譲与ないし

本件無償譲渡契約の締結が地方財政法 28 条の２に違反することを裏付ける資料とし

て用いることは適切ではない。 

・大阪市という大規模な市の財政規模を踏まえると、大阪市が台帳価格で約 1510 億円

の本件不動産を大阪府に無償で譲渡することは、対象となる財産の価格の観点や財政

的な観点からみても許容し得る範囲を超えているとまではいえない。 

・地方自治法 232条の２の定める公益上の必要があるとした大阪市長及び被告（契約管

財局長）の判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであるとい

うことはできない。 

・本件無償譲渡契約の締結が財産条例 16 条の要件を満たさず同条に違反するとしても、

本件無償譲渡契約の締結について地方自治法 96 条１項６号及び 237 条２項の議会の

議決があったということができる。 

・本件譲与ないし本件無償譲渡契約の締結は、財産条例 16 条に違反する違法な行為に

当たるかについて判断する必要はない 

 

イ 判決内容 

・本件譲与ないし本件無償譲渡契約の締結が①地方財政法第 27条第１項及び 28条の２、

②地方自治法 232 条の２、③地方自治法 96 条 1 項６号及び 237 条２項に違反する違

法な行為に当たるとはいえない。 

・原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。 

 

 （５）無償譲渡契約について 

ア 譲渡手続  

     大阪市立の高等学校等の大阪府への移管にあたっては、令和４年３月29日付けで「市

有不動産の無償譲渡及び同契約の締結について」にて市長決裁が行われ、次のとおり、

譲渡人を大阪市（甲）、譲受人を大阪府（乙）として、令和４年４月１日付けで「市有

財産無償譲渡契約書（土地・建物）」が交わされ、市有財産の無償譲渡契約が締結され

た。 
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・譲渡人 大阪市（契約担当者：大阪市契約管財局長） 

・譲受人 大阪府（代表者：大阪府教育委員会 教育長） 

 

イ 契約条項 

     令和４年４月１日付け「市有財産無償譲渡契約書（土地・建物）」の主な契約条項は

次のとおりである。 

    ・譲渡物件（第２条） 

甲が乙に無償譲渡する物件は、別紙「財産目録（第２条関係）」のとおりである。 

    ・所有権の移転及び登記嘱託（第３条） 

     譲渡物件の所有権は、令和４年４月１日に乙に移転するものとする。 

    ・指定用途（第６条） 

     乙は譲渡物件を直接「大阪府立学校条例（平成 24年大阪府条例第 89号）第２条の２

の規定による中学校及び同条例第３号の規定による高等学校」用途（以下「指定用途」

という。）に供しなければならない。 

    ・指定用途等の変更及び解除等（第７条） 

     乙は、譲渡物件の全部又は一部について、指定用途の変更若しくは解除、又は売買、

贈与、交換、出資等による所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益

を目的とする権利の設定をしてはならない。ただし、甲と協議し承認を得た場合はこの

限りでない。 

    ・実地調査等（第８条） 

     甲は、第６条に規定する指定用途に供している間、譲渡物件について随時その使用状

況を実地に調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

    ・契約解除（第 10条） 

     本件譲渡を違法とする内容の裁判判決が確定した場合、甲は本件譲渡契約の全部又は

一部を解除し、判決の内容を踏まえた是正措置を講じるものとする。 

 

２ 前回監査に関する調査 

令和５年３月31日に行政委員会事務局職員が、契約管財局職員に対して、前回監査時に

おける調査事項のうち今回の請求に関連する事項について、現時点での見解を改めて確認

したところ、教育委員会事務局も含めて、前記１（４）の関連訴訟においても概ね同様の

主張を行っているとのことであった。 

従って、「（１）監査対象所属に対する調査」及び「（２）関係人（関係所属）に対す

る調査」については、今回監査において必要となることから、前回監査における調査の結

果の一部を下記のとおり記載する。 

  

 （１）監査対象所属に対する調査 

ア 請求人が、本件譲与について違法であると主張している点について、契約管財局に確

認したところ、次のとおりであった。 

・平成17年２月９日東京高裁判決（昆虫の森負担区分事件・平成19年５月23日最高裁上告

不受理決定）では、地方財政法第28条の２の解釈として、法令の規定と異なる地方公共
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団体が経費を負担する結果となるような行為について、実質的に見て地方財政の健全性

を害するおそれのないものは例外的に許容していると解するのが相当との見解が示され

ている。 

  仮に、判例に照らして考えた場合においても、本件では、市の事務事業としていくに当

たり、移管に伴い土地建物を無償譲渡することについて、政策的に合理性があること

や、負債とともに府に継承すること、移管後の運営経費は府が負担すること等と併せて

府市の財政状況について一方的に悪影響を及ぼすものでもないこと等も考慮しながら、

府市が対等な立場で十分協議を重ねた上で、双方の議会での議決も経て決定されている

ことから、府市の財政の健全性を害するおそれはないと解され、地方財政法第28条の２

に違反するものとは言えないとする弁護士意見を得ている。 

・大阪市財産条例第16条では、「公用又は公共用に供するため特に無償とする必要がある

場合に限り、国又は公法人にこれを譲与することができる。」とされている。本件は、

高校運営の市から府への移管を目的としており、財産が公用に供されることは明らか

で、無償とすることにも一定合理性があるため、当該規定に基づいて無償譲渡を行った

としても、大阪市財産条例に照らし違法とは言えないとする弁護士意見を得ている。 

・上記２点に違反がないことを踏まえると、法第232条の２に違反しないものと考える。 

 

弁護士見解を得ているとしている点について、契約管財局に重ねて確認したところ、

この弁護士見解とは、教育委員会事務局で実施した法律相談であるとのことである。な

お、教育委員会事務局が実施した法律相談の内容は、後記（２）アのとおり。 

 

イ 前記アの地方財政法第28条の２違反であるかについて、重ねて契約管財局に局として

の見解を確認したところ、教育委員会事務局において弁護士見解も得ていることから、

違反はないものと考えているとのことであった。 

また、請求人が陳述において示した、同条項による地方公共団体間の寄附について、

厳格に制限すべきであり、例外は極めて限られた場合にのみ認められる旨の見解に対す

る契約管財局の見解を確認したところ、次のとおりであった。 

・東京高裁判決において、地方財政法第28条の２の解釈として、法令の規定と異なる地

方公共団体が経費を負担する結果となるような行為について、実質的に見て地方財政

の健全性を害するおそれのないものは例外的に許容していると解するのが相当との見

解が示されている。 

・なお、地方公共団体間の寄附については、請求人が請求書中で引用する最高裁判決

（ミニパトカー事件）の原審（下記の東京高裁平成６年１月31日判決）の考え方から

しても、同条項により禁止されるかどうかは、それが経費の負担区分をみだす結果と

なるかどうかで判断されるべきものであると考えている。 

＜東京高裁平成６年１月31日判決＞ 

    他の地方公共団体に対する負担金等の支出がたとえ任意自発的に行われるものであ

っても、それが負担区分をみだす結果となる場合には、同法28条の２の規定により禁

止されるものと解するべきである。 
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加えて、前記アで、健全性を害するおそれはないと判断した事情について、契約管財

局に重ねて確認したところ、次のとおりの見解であった。 

・教育委員会事務局の見解を聴取したところでは、現時点の方針は次のとおり整理され

ている。 

・東京高裁判決は、地方財政法第28条の２の解釈において、地方公共団体が法令の規定

と異なる経費を負担する行為について、実質的に地方財政の健全性を害するおそれが

ないか判断するに当たり、政策が合理的であること、自発的・任意的な意思決定が行

われていること等を考慮しており、その場合においては、政策判断に合理性がなく、

対等な立場で協議も行われず、自発的・任意的な意思決定が阻害されているような場

合には、財政の健全性を害するおそれに影響し得ると考える。 

・しかし、本件は、地方公共団体間における負担区分が法令で定められた事務でなく、

そもそも市の事務の移管に伴う財産譲渡であるため、当該見解が直ちに当てはまるも

のではないと考える。 

・仮に地方財政法第 28 条の２が適用されるとしても、安定的な運営を行い、子どもた

ちの教育環境を充実・発展させていくためには、学校運営に責任を負う設置者が、自

ら学校資産を所有し、一体的に管理しながら運営することが必要であるとの観点から、

土地・建物は無償譲渡する一方、起債償還費や高校運営にかかる経費、今後の改修や

建て替え等に係る経費など、運営に必要な経費一切を将来にわたり大阪府が負担する

ことから、今回の事務移管に伴う無償譲渡には合理性があると考えている。加えて、

府市においてはこの間も対等な立場で協議を行っており、本市が自発的・任意的な意

思決定を行っているため、財政の健全性を害するおそれはないと考える。 

 

ウ 前記アの大阪市財産条例第16条違反であるかについて、重ねて契約管財局に局として

の見解を確認したところ、教育委員会事務局において弁護士見解も得ていることから、

違反はないものと考えているとのことであった。 

また、請求人が陳述において示した、同条項は「特に必要と認める場合に限り」を限

定的に解釈運用する範囲では適法だが、広く許容されると解釈するならば財政民主主義

に反し、法違反になる旨の見解に対する契約管財局の見解を確認したところ、次のとお

りであった。 

・大阪市財産条例第16条については、請求人が請求書中で引用する条例準則にも同趣旨の

規定（下記の条例準則第３条第１号）があるが、条例と異なり準則においては用途と相

手方が限定されているのみで、特に他の制限を設けることなく譲与が認められている。 

・このことから、仮に本市財産条例第16条が規定する「特に必要と認める場合」について

広く許容されると解釈しても、準則と同様の規定となるだけであるから、直ちに法違反

となるようなことはないと考えている。 

・条例準則第３条第１号 

  他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供す

るため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。 

 

加えて、前記アで、特に無償とする必要があると判断した事情について、契約管財 
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局に重ねて確認したところ、次のとおりの見解であった。 

・教育委員会事務局の見解を聴取したところでは、現時点の方針は次のとおり整理されて

いる。 

・今回の無償譲渡に関しては、安定的な運営を行い、子どもたちの教育環境を充実・発展

させていくためには、学校運営に責任を負う設置者が、自ら学校資産を所有し、一体的

に管理しながら運営することが必要であるとの観点から、土地・建物は無償譲渡する一

方、起債償還費や高校運営にかかる経費、今後の改修や建て替え等に係る経費など、運

営に必要な経費一切を将来にわたり大阪府が負担することとしている。 

・加えて、移管した財産は、移管した高校の用途に直接使用することを基本とし、転活用

は府立高校や特別支援学校の用途として使う場合とし、処分が必要となった場合でも、

生じた収益を府立学校の教育の充実のために充てていくことを条件として処分可能とし

ていくものであり、公益的な使途を前提としている。 

・上記の観点から、資産だけでなく負債についてもセットで大阪府に譲渡し、大阪府が府

内の高校教育を一体的に管理・運営することが可能となることで、魅力ある学校づくり

をしていくことは大阪全体の教育の充実につながるものであることから、合理性はある

と考えている。 

 

エ 前記アの法第232条の２違反であるかについて、請求人が陳述において示した、寄附

する財産が高額になるのであれば、市の側に凌駕する公益性が必要とする見解に対する

契約管財局の見解を確認したところ、次のとおりであった。 

・教育委員会事務局の見解を聴取したところでは、現時点の方針は次のとおり整理されて

いる。 

・今回の高校移管にかかる公益性については、 

  学校は府内全域から受験・通学できるため、市立高校・府立高校ともに大阪市内・市

外の生徒が混在している状況であること。（市内にも府立高校があり、約６割は市内

居住の生徒。） 

  今後の少子化傾向を見据え、府立高校、市立高校で別々に考えるのではなく、資産や

負債を含め高校運営全般を、135校の府立高校を運営している大阪府が一体的に管

理・運営することで、魅力ある学校づくりをしていくことが大阪全体の教育の充実に

つながるもので、その成果は市内生徒のみならず、将来大阪市内の企業等で働く府内

生徒にも享受されていくこと。 

   ※公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第４条の規定によ

り、公立の高等学校の適正な配置及び規模の適正化については、都道府県に対

する努力義務が課されている。 

  本市においても、義務教育に人材や予算を集中することで、これまで以上に小中学校

の教育の充実や教育環境の整備が可能となること。 

・以上の観点から、公益性を有していると考えている。 

・なお「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」等において施設移管に伴う寄附は例

外的に可能とされていたことを考慮すれば、法の趣旨には違反していないものと考え

る。 
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（２）関係人（関係所属）に対する調査 

ア 本件譲与に係る法律相談について 

請求人が本件譲与行為について違法であると主張している点について、この間の検討

資料、法律相談の結果を教育委員会事務局に確認したところ、次のとおり、法律相談の

実施結果の提示があった。  

 

（ア）令和２年８月24日実施 

・行政財産として運用されている財産が自治体間で譲渡される場合、行政用途を廃止

して普通財産として譲渡されるのが一般的である。 

・また、財産の無償譲渡は、法上も禁止されているものではなく、議会の承認を得れ

ば実施できる。 

・本件は、高校としての連続性という観点はあるものの、市において市立高校として

の用途を廃止し、市から府に普通財産として譲渡された後、府において府立高校

としての用途に使用する財産に位置づけるもので、これらの一連の手続の法的効

果が令和４年４月１日時点において同時に発効するという整理となる。 

・また、法第238条の４に基づいて市が定める大阪市財産条例第16条では「公用又は

公共用に供するため特に無償とする必要がある場合に限り、国又は公法人にこれ

を譲与することができる。」とされている。 

・本件は、高校運営の市から府への移管を目的としており、財産が公用に供されるこ

とは明らかで、無償とすることにも一定合理性があるため、当該規定に基づいて

無償譲渡を行ったとしても、法や市の財産条例に照らし、違法とは言えない。 

・また、仮に、議会の承認を得る場合においても、本件のように府市の事務分担のあ

り方として一体的な議論が必要な場合は、市立高校の廃止と高校に係る財産の無

償譲渡を個別に審議することがなじまず、一体的に議会へ説明して審議を経るこ

とは一定合理性がある。高校を廃止する議案とともに、移管に係る一体的な計画

として財産の無償譲渡等について議会へ説明し、承認を得た場合には、財産の無

償譲渡について別途の議案として議会の承認を経ず、無償譲渡を行ったとして

も、法第96条等の規定に照らして、違法とは言えない。 

 

（イ）令和３年１月27日実施 

・本件は、地方財政法第27条、第28条の２等において本来想定されている都道府県の

事務事業と異なり、これまで市が自ら行っていた高校運営という市の事務事業を

府へ移管していくものである。 

・加えて移管する事務事業に必要な土地建物を無償譲渡する一方で、移管後の起債償

還費や人件費、運営経費などは府が負担するとされており、一方的に経費負担を

転嫁するものでないことからも、これらの規定に違反するものではないと解され

る。 

・また、国の公的な見解としては、昭和41年１月28日付け内閣衆質51第１号のとお

り、県立高等学校の施設整備費用であったとしても、市町村が自発的、任意的に

負担することは地方財政法第４条の５、第27条、第27条の３及び第28条の２等の
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規定に違反するものではないとされている。 

・本件では、府へ移管する市立高校の運営に必要な土地建物の無償譲渡について、市

が自発的、任意的に決定しているため、この点においても、これらの規定に違反

するものではないと解される。 

・また、東京高裁平成17年２月９日判決、最高裁平成８年４月26日判決、最高裁平成

15年11月14日判決の各判例は、いずれも都道府県が行う事務事業について市町村

が経費の一部を負担することが争われた事案であるが、本件は市の事務事業を府

へ移管するもので、事情が異なるため、同様には論じることはできない。 

・なお、平成17年２月９日東京高裁判決（昆虫の森負担区分事件）では、地方財政法

第28条の２の解釈として、法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担する結

果となるような行為について、実質的に見て地方財政の健全性を害するおそれの

ないものは例外的に許容していると解するのが相当との見解が示されている。 

・仮に、判例に照らして考えた場合においても、本件では、市の事務事業を府の事務

事業としていくに当たり、移管に伴い土地建物を無償譲渡することについて、政

策的に合理性があることや、負債とともに府に継承すること、移管後の運営経費

は府が負担すること等と併せて府市の財政状況について一方的に悪影響を及ぼす

ものでないこと等も考慮しながら、府市が対等な立場で十分協議を重ねた上で、

双方の議会での議決も経て決定されていることから、府市の財政の健全性を害す

るおそれはないと解され、地方財政法第28条の２に違反するものとは言えない。 

・また、学校教育法第５条では、学校の設置者は設置する学校の経費を負担する旨

を定めているが、当該規定は地方公共団体間において土地建物の無償譲渡を行う

ことを禁止しているものとは解されず、本件は、府が市から無償譲渡を受けた土

地建物を府立高校の用途に使用するにすぎず、設置者が府となる移管後の学校運

営に関する経費は府が負担することから、当該規定に違反するものとは言えな

い。 

 

イ 無償譲渡以外の手法の検討について 

財産の有償譲渡や無償貸付等、無償譲渡以外の財産の管理、処分の方法による移管の

実施について、どのような検討を行ったか教育委員会事務局に確認したところ、次のと

おり説明があった。 

・大阪府市では、府市間における事務事業の移管について関連財産の無償譲渡が必要と

して、大阪市立特別支援学校、大阪府営住宅などについて移管及び譲渡を実施してき

ており、本件も令和元年５月29日の市長説明時に、「特別支援学校の移管のときと同

じ方針を基本として、府教委と事務方で話を進めていってもらいたい。」との指示が

あったことから、同様のスキームで、府市による協議を進めてきた。 

・なお、各高校それぞれの魅力を最大限に生かした安定的な運営を行い、子どもたちの

教育環境を充実・発展させていくためには、各高校の特性に応じた施設や敷地の管理

を行うことが必要不可欠で、学校運営を行う者が自ら学校資産を所有し、一体的に管

理しながら運営することが必要である。 
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   ウ 無償譲渡に係る議会の関与について 

本件譲与に係る議会の関与について、この間の市会における議決等を教育委員会事務

局がどのように認識しているのか確認したところ、次のとおり説明があった。 

・本件譲与に係る議会の関与としては、令和元年10月以降、財産の無償譲渡を含めた移

管計画案を数回にわたり市会に説明するとともに、無償譲渡に係る質疑が重ねられて

おり、本件条例案の審議にあたっても無償譲渡についての議論は一体的になされ、条

例案が議決される際には無償譲渡を前提とした附帯決議が付されたうえで賛成多数で

議決されているものであるため、議会の意思として無償譲渡が承認されたと認識して

いる。 

 

エ 本件に係る大阪府との協議について 

本件譲与に係る大阪府との協議状況について、教育委員会事務局に確認したところ、

次のとおり説明があった。 

・協議経過は「市立高等学校の府立高等学校への一元化検討プロジェクトチーム協議

（以下、「ＰＴ」という。）内容一覧」（省略）のとおりである。 

・ＰＴとは、大阪市立高等学校の令和４年４月の大阪府への移管に向け、移管後の高等

学校が、大阪府及び大阪市それぞれの培ってきた高等学校教育の特色を活かしなが

ら、一体性を持って円滑に運営できるようにすることを目的として、市立高等学校の

大阪府立高等学校への一元化にかかる事項の検討を行うために、大阪府教育庁と大阪

市教育委員会事務局が共同で設置しているプロジェクトチームである。 

・令和２年11月18日開催の市戦略本部会議・府戦略本部会議において、財産の無償譲

渡等の譲渡財産の取扱いを含めた高校移管の対応方針を説明し、両会議で承認され

た。 

 

また、前回監査時に監査委員が、関係所属である教育委員会事務局職員から事情聴取した

内容は、次のとおりである。 

 

オ 大阪府に引き継がれる起債償還費及び起債償還費以外に、実質的に無償譲渡と対価関

係にあるものについて教育委員会事務局に質問したところ、次のとおり回答があった。 

・建設経費等の起債償還費は令和２年度末時点で約 131億円、また現在工事中の高校等

にかかる起債があり、最終的には合算して大阪府に譲渡予定である。 

    ・移管後の運営費は大阪府が負担することで合意しており、年間約 128億円である。そ

の他、施設改修費、通常バランスシート上では負債として積み立てていくようなもの

であるが、１年当たりに換算すると 23.4億円になろうかと思う。 

・ランニングコスト令和元年度決算ベースで約128億円に対する基準財政需要額を約111

億円と想定していることから、差引分にあたる約17億円が大阪市の負担減、大阪府に

負担増となる見通しである。基準財政需要額の係数は変わってくるので多少異なるか

もしれない。 

 

カ 無償譲渡のほかに、有償譲渡や有償貸与、無償貸与等の手法もあるが、大阪市にどの
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ような財政的メリットがあるか教育委員会事務局に質問したところ、次のとおり回答が

あった。 

    ・府市では、この間、関連の財産を無償譲渡してきたものとして、教育委員会事務局で

特別支援学校 12校約 350億円の譲渡、また、都市整備局では逆に府営住宅 2000億円

の土地建物が移ってきた。本件も同様に、府市の間で無償譲渡を条件として高校等の

移管計画が策定されてきた。 

    ・本市としては、各学校の魅力を最大限活かした安定的な運営を行って、子どもたちの

教育環境を発展させていくために、各学校の特性に合わせた施設の管理を行うことが

必要不可欠であると考えている。そのため、学校運営を行う者が資産を一体として管

理することが必要ではないかと考えている。 

    ・有償譲渡や有償貸付とした場合、府に事業負担という新たなコストがかかり、府の財

政を圧迫する結果、これまでの教育サービスの維持が困難になると考える。また、無

償貸与となると、運営に関与をしていないにもかかわらず大規模な修繕等、管理業務

が生じ本市にメリットはないと考える。 

    ・本市としては、無償譲渡する財産は本市において学校教育のために活用してきた財産

であることを踏まえ、当該財産を大阪府へ無償譲渡した後も学校教育のために活用さ

れるよう、移管に伴う譲渡財産の取扱いの基本的な考え方として、高校の用途に使用

することを原則とし、処分等が必要になった場合も府立学校の教育充実に充てていく

こと等を条件として府市でとりまとめている。 

    ・教育内容を落としてはいけないと考えていたので、大阪府から賃料という形で出ると

なるとコストが増となり、その負担としてどこかでサービスが低下すると懸念したの

で、その時点では詳細に、こういうことにした場合どうなるのかといった検討までは

しなかった。 

    ・いくつかの手法があり無償譲渡前提ではなかった。比較してメリット・デメリットと

いう前に、有償譲渡、有償貸付については、サービス低下の懸念のため、検討前に除

外した。 

 

キ 請求人が指摘した、法第232条の２との関係で、大阪市の財政規模に対して、台帳価

格約1,500億円という譲渡財産の規模をどのように検討したのか、また、大阪市財産条

例第16条は「特に無償とする必要がある場合」と明確ではなく、本当に市長の裁量の範

囲内であるのか教育委員会事務局に質問したところ、次のとおり回答があった。 

    ・１点目は、法第 232条の２の関係の財政規模の話であるが、本市の財政秩序をみだす

かどうかというところで、資産価格としては大規模ではあるものの、売却して資金に

なっているというわけではなく、本市の公有財産全体から見ると、約 14 兆円の１パ

ーセント程度である。 

    ・また、新たに経費をかけて取得して譲渡するものでなく、継続的に高等学校の運営に

使用していたので、受益者である在学生に対するサービスとしては変わらないこと、

起債償還費や高校運営にかかる経費、今後の改修等に係る経費を府が負担することを

考えると、無償譲渡することによって本市の財政秩序をみだすことはないと考える。 

    ・大阪市財産条例第 16 条については、公益的な必要があれば譲与できるということで、
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この点も含めて議会でも議論いただいたし、市長の裁量ではあるが、根拠はあると考

える。 

    ・一つの大前提として、高校教育のサービスを落とさないということをメルクマールに

しているので、その観点から公益の必要があると判断してこの条例に適合するもので

あると考えた。 

 

３ 今回監査時における調査（契約管財局あて） 

令和５年３月31日及び同年４月20日に行政委員会事務局職員が、契約管財局職員に対して

調査した内容は、次のとおりである。 

 

 （１）地方財政法第 28 条の２の解釈として、法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担

する結果となるような行為について、実質的に見て地方財政の健全性を害するおそれのな

いものは例外的に許容していると解するのが相当との見解を取っておられるが、請求人は、

「地方財政の健全性を害するおそれ」について、「赤字に陥らないことという点から検証

されなければならない」等との意見書（森意見書）を添付し主張している点について、契

約管財局に確認したところ、次のとおりであった。 

・一般に地方公共団体の財政の健全性という場合には、会計年度ごとの予算収支の均衡を

いうものであるが、本件譲与は、このような予算収支と直接関係を有するものではなく、

ストックとしての高等学校の用に供されている土地建物の無償譲与の問題であり、直接、

予算収支と関係するものではない。 

・地方公共団体の財政の健全化に関する法律は早期健全化基準や財政再生基準を設定し地

方公共団体の財政が当該各基準を超えた場合に、財政再建措置を義務付けるものである

が、このような基準の算定においても、土地建物のような財政の価値が直接反映するよ

うな仕組みとはなっていない。 

・すなわち、資産の価値は、地方財政の健全化を示す各指標に組み入れて計算されるよう

な指標ではなく、地方財政法や地方財政健全化法が規定する財政の健全性とは直接の関

係を持たない。 

・本件譲与は、高校運営費の支出の減少という財政支出の減少を招くものであり、大阪市

財政の健全性に悪影響を及ぼすというものではない。 

・さらに、本件土地建物の台帳価格は、本市公有財産の台帳価格 14 兆円の１％程度であ

り、不用地売却代の財源として見込んでいるものでもなく、処分することも実際にはで

きないので、本件譲与が財政の健全性を損なうとは到底言えないという主張が教育委員

会からなされている。 

 

 （２）前回監査の結論において、「財産の無償譲渡に係る議案の提出の要否について、再度慎

重に検討されたい」旨の付言があったが、どのような検討、判断を経て、提出等されない

こととなったのかについて、契約管財局に確認したところ、次のとおりであった。 

・付言を踏まえ、改めて教育委員会とともに複数の弁護士相談（令和３年 10月 11日実施

分、令和３年 10月 26日実施分）を行うなど再度慎重に検討しており、議決の要否につ

いてそれぞれの場合に想定されるリスクも踏まえて、市長に説明を行った。 
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・その結果、財産条例の適用により議決は不要であり、仮に、個別議決が必要だとしても

関連する議案の審議の中で議会の関与及び判断がなされており、実質的に議決はあった

ものと評価することができるとして、議案提出は行わないこととなった。 

・最終的に地裁判決結果も踏まえて、譲渡契約の締結を行った。 

 

 （３）前回監査の結論において、用途制限条項について付言があり、結果的に用途制限条項に

ついては期限の定めのないものとなっているが、当該条項の拘束力（無断用途変更時の契

約解除など）について、契約管財局に確認したところ、次のとおりであった。 

・指定用途等の変更及び解除等の規定に基づき、府市で協議の上、承認するといった手続

をその都度行うこととしており、地方公共団体間の契約において一方的な契約違反が生

じることは想定していない。（※１） 

・別途、大阪市長と大阪府教育長との間で「大阪市立の高等学校等の大阪府への移管に伴

う譲渡財産の取扱いに関する確認書」が締結されており、同確認書に基づいて府市間で

の協議等は適切に行われると考えている。（※２） 

 

   ※１：市有財産無償譲渡契約書（土地・建物）（前記１（５））において、大阪府は、大

阪市と協議し承認を得た場合でなければ、譲渡物件の全部又は一部について、指定用

途の変更や解除、所有権の移転や使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはなら

ないとされている（第７条）。 

      また、譲渡物件を指定用途に供している間、大阪市は当該物件について随時その使

用状況を実地調査し、大阪府に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる

とされている（第８条）。 

   ※２：当該確認書において、譲渡財産の用途については高等学校等の用途に直接利用する

こととするとされており（第３条）、譲渡財産の処分の方針や収益の活用方針等の具

体的な内容について、府市間であらかじめ協議するものとし、成立した協議内容につ

いては大阪市会に報告するものとされている（第６条）。 

 

 （４）請求人は、松井前大阪市長及び現契約管財局長について、「大阪市に対する債務不履行

又は不法行為に該当し、当該行為に故意または過失がある」と主張しているが、両名の

「故意または過失」（責任論）について、契約管財局に確認したところ、次のとおりであ

った。 

・複数の弁護士相談により、本件譲渡に違法性はないことを確認しながら事務を進めたも

のであり、最終的な意思決定については、地裁の判決結果を踏まえて行った。 

・今後の訴訟において仮に違法判決が出た際には、本件譲渡契約を解除する規定を設け、

実質的な損害が発生しないよう、職務上尽くすべき注意義務を尽くして対応してきたも

のであり、市長の故意又は過失はないと考えている。 

・現局長は、令和４年４月１日に着任したことから、意思決定手続きには関与していない。

また、現局長は市長の指示に拘束されるのであって、その指示に重大かつ明白な瑕疵が

ない限り、従うことになるので、現局長に故意または過失はないと考えている。 
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 （５）請求人は、請求人陳述にて、議案第 182号（大阪市立学校設置条例の一部を改正する条

例案）の趣旨・意味合いの認識について、全市会議員にアンケートを行った旨の発言があ

り、当該アンケート結果の追加提出があった。 

アンケート結果によると、議案第 182号の議決対象について、「市立高校を廃止する条

例のみ」との認識の議員（会派）もおられたが、当該アンケート結果について、契約管財

局に確認したところ、前記１（４）の関連訴訟（大阪高等裁判所にて控訴審中）において、

教育委員会事務局より概ね以下と同様の主張を行っているとのことであった。 

 

・議案第 182号の審議に参加した大阪市会議員の認識を調査するためとして、請求人はア

ンケート調査を実施し、その結果、認識が分かれたことをもって、大阪府への市立高校

の土地建物の譲与の可否を判断するために審議していると言えるものではないと主張し

ている。  

しかしながら、このアンケートは、多分に議案に対する党派的な賛否を反映したもので

あり、審議の実態を正確に表しているとは言えない。 

・具体的に審議の内容を見て判断する必要があるのであり、市会における審議の実態は、

当該土地建物を無償、つまり、適正な対価によらずに譲渡を行うことの可否を判断する

ために、財産譲渡に係る質疑等がなされた後に、大阪維新の会及び公明党の賛成で賛成

多数により可決されたという事実があるのみである。 

・核心部分は、議案の審議に無償譲渡が含まれているかどうか及び無償譲渡に賛成かどう

かであって、議員アンケートの結果によっても、議案第 182号に無償譲渡の判断が含ま

れており、大阪維新の会及び公明党が無償譲渡に賛成、その他の会派は反対との認識が

示されており、当時の審議経過や議決内容と何ら異なるところはないため、大阪府への

市立高校の土地建物の譲与の可否を判断するための審議が行われたと言える。 

 

 

４ 判断 

   以上のような事実関係の確認、監査対象所属及び関係所属に対する調査に基づき、本件請

求について次のように判断した。 

 

本件請求における請求人の主張の概要は、本件譲与について、 

ア 地方財政法第 28条の２に違反する 

イ 法第 232条の２に違反する 

ウ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３及び第１条の４に違反する 

エ 法第 238条の４に違反する 

オ 普通地方公共団体の譲与に関する法の規定（法第 96 条第１項第６号及び法第 237 条

第２項）及び大阪市財産条例第 16条に違反する 

といった点を摘示し、当該無償譲渡の意思決定を行い、当該無償譲渡の契約締結を指揮・

監督した松井一郎及び大阪市契約管財局長として当該譲渡の契約を締結した契約管財局長宮

本浩之に対して、上記不動産の無償譲渡につき、大阪市の被った損害を填補するために損害

賠償請求を行う等の必要な措置を講じることを求めるというものである。 
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   請求人は、上記の不法行為に基づき大阪市が有している損害賠償請求権を大阪市長が未だ

これを行使していないこと（不行使）について、地方自治法第 242条第１項所定の違法若し

くは不当な財産の管理を怠る事実に該当する旨主張している。 

 

一般不法行為の原則規定である民法第 709条は、不法行為による損害賠償について「故意

又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じ

た損害を賠償する責任を負う」と定めている。 

この不法行為による損害賠償請求が成立するには、下記①～③の３点すべてについてその

要件を満たしていなければ、損害賠償請求は成立しない 

   要件①：違法な権利侵害行為（本件では違法な財務会計上の行為）があること 

   要件②：損害が発生していること 

   要件③：故意・過失が認められること 

※ただし、契約管財局長は、支出負担行為を行う職員であり、法第 243条の２の

２により故意又は重過失のある場合に限り、賠償責任を負うとされている。 

 

以下、順に要件を検討する。 

 

（１） 要件①：違法な権利侵害行為（違法な財務会計上の行為）について 

まずは、前記要件①である違法な権利侵害行為（違法な財務会計上の行為）があったの

か、具体的には法規違反等の侵害行為の態様について検討する。 

なお、要件①に関して、下記記載のア～オの５点のうち、ア～エまでの４点については

監査委員の見解が一致したものの、オについては異なる見解であったことから、以下のと

おり詳述する。 

   

 ア 地方財政法第 28条の２違反について 

（ア）地方財政法第 28条の２が禁止する行為について 

地方財政法第 28 条の２は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事

務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、

その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことを禁じる旨規

定している。 

本件譲与は、高等学校等の設置に関するものであり、その経費の負担区分について、

個別の法令の規定がないことから、前提として、本条項が本件譲与に適用があるものか

が問題となるが、地方財政法第９条は、地方公共団体の事務を行うために要する経費に

ついては、当該地方公共団体が全額これを負担する旨定めており、これは府立の高等学

校等の設置についても適用されるものと考えられるため、本件譲与についても、法令の

規定に基づき経費の負担区分が定められている事務に含まれるものとして、本条項の適

用があるものと認められる。 

本条項は、「経費の負担区分をみだすようなこと」を禁じるものであるが、みだすよ

うなこと、といった評価的概念を用いていることから、法令の規定と異なる地方公共団
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体が経費を負担する行為をすべて一律に禁じている訳ではないと解される。 

そして、本条項が設けられた趣旨が、地方公共団体相互間の経費負担区分をみだすこ

とが行われれば、地方公共団体の財政相互間に混乱をもたらし、総体としての地方財政

の健全化にとって大きな支障となることから、これらを防ぎ、もって健全財政を確立す

るというところにあると認められることに鑑み、本条項は、法令と異なる地方公共団体

が経費を負担する結果となるような行為は、原則として負担区分をみだすものとして禁

じるが、実質的に財政の健全性を害するおそれのない行為は例外的に許容していると解

する。 

 

（イ）本件譲与が地方財政法第 28条の２に違反するかについて 

本件譲与が、実質的に財政の健全性を害するおそれのない行為に当たるか否かを検討

すると、確かに本件譲与により大阪府へ譲渡された財産は極めて巨額なものであるが、

他方、高等学校等として使用していた施設を大阪府に移管し、引き続き大阪府立の高等

学校等として使用するという、施設移管、ひいては高等学校等の事業の譲渡という性質

を有していることから、その点を踏まえて実質的に財政の健全性を害するおそれの有無

を検討すべきである。 

この点、①本件譲与は、市立の高等学校等を大阪府へ移管するに伴い、その資産を大

阪府へ無償で譲渡するものであるが、これを有償譲渡等により実施することは、今後の

高等学校等の運営者である大阪府に新たな費用負担を生じさせ、高等学校等のサービス

の低下や、ひいては高等学校等の維持を困難にする事態を招くおそれがあるため現実的

ではない。また、無償貸与により実施することは、時々の教育上の要請等により大規模

な修繕や改修が必要となったときに、迅速な対応を困難にするおそれがあり、また事故

等が生じたときに、責任の所在が運営者と所有者のいずれにあるのか直ちには明らかに

ならない事態を招くおそれもある。したがって、高等学校等の移管に当たり、資産の無

償譲渡という手法によることには合理性が認められる。 

他方で、②本件譲与に当たっては、資産とともに、負債等も大阪府に移管される。具

体的には、令和２年度末の見込み額で約 131億円の起債償還費が大阪府に承継される。

また高校運営経費については、基準財政需要額を除く市税等で負担していた年 17 億円

相当について、今後同程度の教育内容を大阪府において実施することが合意されており、

また今後の改修等の費用は、１年当たり 23.4 億円と見込まれているところ、これも大

阪府の負担で実施されることになる。本市から譲渡される財産と完全な等価性や対価性

が確保されているわけではないが、本市としては、高等学校等の事業を引き続き実施す

るならば将来的に負担することになったこれらの負担が軽減されることになる。 

また、③既に高等学校等として用いられているものを移管し、今後とも継続的に高等

学校等として使用されるはずであった財産について、引き続き高等学校等として使用を

継続することを前提とした譲渡であることから、本件譲与は、本市に新たな支出などの

財政負担が生じるものでもなく、また直ちに資産売却収入の減少などの影響を与えるも

のでもない。 

加えて、本件譲与については、大阪府が一方的に本市にその高等学校等の設置に要す

る経費の負担を転嫁するといったものではなく、双方で設置したプロジェクトチームに
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おける対等な協議、検討の結果を受けて意思決定されたものであると認められる。 

なお、地方財政法第 27 条は、高等学校の施設の建設事業について、市町村に経費の

一部を負担させることのできる事業から除くことを明示しており、ここにいう建設事業

に要する経費には、敷地の取得等も含まれると解されているが、本条の趣旨は、特定の

市町村が経費を負担する等の理由により高等学校の配置が左右されるべきではないとい

う点と、一般に都道府県よりも財政の弾力性において弱い市町村に高等学校の設置経費

を負担させるべきではないという点にあるとされ、高等学校として供用されている施設

を移管することは、この趣旨に反するものではない。 

 

     これに対し、請求人は、前回監査において、大阪市監査委員が、本件譲与が実質的に

財政の健全性を害するおそれのない行為に当たると認められるとして、本件譲与が地方

財政法第 28 条の２に違反するものではないと判断したことについて、立命館大学政策

科学部の森裕之教授の意見書のとおり、本件譲与が大阪市の財政運営の指針と大きく矛

盾しており、地方財政上の健全性を損なうものであるとして、重大かつ明白な誤りがあ

る旨主張している。 

 

しかしながら、一般に地方公共団体の財政の健全性という場合には、会計年度ごとの

予算収支の均衡をいうものであるが、本件譲与はストックとしての高等学校の用に供さ

れている土地建物の無償譲与の問題であり、直接、予算収支と関係するものではない。 

また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律は早期健全化基準や財政再生基準を

設定し、地方公共団体の財政が当該各基準を超えた場合に財政再建措置を義務付けるも

のであるが、このような基準の算定においても、土地建物のような財政の価値が直接反

映されるような仕組みとはなっていない。 

すなわち、資産の価値は、地方財政の健全化を示す各指標に組み入れて計算されるよ

うな指標ではなく、地方財政法や地方財政健全化法が規定する財政の健全性とは直接の

関係を持たないものと考えられる。 

本件譲与については、市有財産としての資産は減るものの、高校運営費の支出の減少

という財政支出を減少させるものであり、本市財政の健全性に悪影響を及ぼすというも

のではない。 

さらに、本件土地建物の台帳価格は、本市公有財産の台帳価格約 14 兆円の約１％程

度であり、不用地売却代の財源として見込んでいるものでもなく、処分することも実際

にはできないため、本件譲与が財政の健全性を損なうとは言えない。 

 

以上の点を総合的に考慮すると、本件譲与については、実質的に財政の健全性を害す

るおそれのない行為に当たるものと認められる。 

 

よって、本件譲与は、地方財政法第 28条の２に違反するものではない。 
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 イ 法第 232条の２違反について 

（ア）法第 232条の２に規定する公益性等について 

法第 232条の２は、地方公共団体は、その公益上必要がある場合において寄附をする

ことができる旨規定している。ただし、公益上の必要があれば際限なく寄附が可能と解

するのは適切ではなく、条文上明示されてはいないが、寄附される財産の総額が、当該

地方公共団体の財政規模に比して適切なものでなければならないと解される。 

そして、公益性の必要の有無、また寄附財産の額の妥当性の判断については、その性

質上当該地方公共団体の長に裁量の余地があるものと解され、長の裁量権の逸脱濫用が

あると認められる場合に、当該寄附行為は違法と評価されることがあると解される。 

 

（イ）本件譲与の公益性等について 

本件譲与は、市立の高等学校等を大阪府へ移管するのに伴って行われたものであるが、

この移管は、市立高校及び府立高校ともに大阪市内・市外の生徒が混在している現状に

おいて、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律により、大阪府

域内の高等学校の配置及び規模の適正化の義務を負う大阪府に府内の公立高等学校の管

理、運営を一元化し、少子化傾向の中で、府域全体で適切な公立高等学校教育を提供す

る目的で行われたものと認められ、前記４（１）ア（イ）の①で検討したとおり、高等

学校等の移管に当たって財産の無償譲渡という手法によることに合理性があると認めら

れることから、公益上の必要性があると認められる。 

他方で、無償譲渡された財産は、帳簿価格で約 1,159億円と極めて高額である。本件

譲与が、既存の資産の譲渡であることに着目するならば、財政規模として、本市が有す

る公有財産の総額との比較が合理的と考えられるところ、本市が保有する公有財産は、

公営、準公営企業会計分を含めて約 14 兆円となっており、本件譲与により譲渡された

財産は、その約１パーセント程度に過ぎないともいえる。 

そして、本件譲与が、単なる金銭や物品の寄附ではなく、施設の移管に伴うものであ

り、前記４（１）ア（イ）の①から③で検討した性質を有していることも総合的に考慮

すれば、本件譲与について、長の裁量権の逸脱濫用があるとは認められない。 

 

よって、本件譲与は、法第 232条の２に違反するものではない。 

 

 ウ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３及び第１条の４違反について 

（ア）地方教育行政の組織及び運営に関する法律について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下、「地方教育行政法」という。）に

おいて、地方公共団体の長は、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術

及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるも

のとされている（第１条の３第１項）。 

また、地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、総合教育会議において協議するものとされ（第１条の３第２項）、大綱を定め、

又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないとされている

（第１条の３第３項）。 
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さらに、大綱の策定に関する協議並びに教育を行うための諸条件の整備その他の地域

の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての

協議並びにこれらに関する地方公共団体の長及び教育委員会の事務の調整を行うため、

総合教育会議を設置することを定めている（第１条の４第１項）。 

 

（イ）本件移管について 

請求人は、本件移管の政策決定過程において地方教育行政法上の違法があることにつ

いて、元大阪市教育委員であり、武庫川女子大学教育学部の矢野裕俊教授の意見書のと

おり、地方教育行政法第 24 条、同法第１条の４第１項第１号及び第１条の３第２項に

違反する旨主張しており、本件移管が大綱に定める事項、又は総合教育会議の設置目的

である協議に当たると解しているものと思われる。すなわち当該条項に係る請求人の主

張は、本件譲与の原因行為である市立高等学校の移管についての主張であると認められ

る。 

 

しかしながら、地方教育行政法第１条に規定される本法律の趣旨は、地方公共団体に

おける教育行政の組織及び運営の基本となるべき事項について所定の規定を定め、教育

行政について特に規律することの必要な、基礎的な、根本的な事項を明らかにするとい

うものであり、この法律により地方公共団体における教育行政の組織及び運営がすべて

規定し尽くされ、他の法律をまつまでもなく、その運営ができるというものではないと

されている。 

第１条の３に規定される大綱とは、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関す

る総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものである。また、

大綱の主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられており、地域の実情に応じ

て策定するものであり、必ずしも網羅的に記載される必要はなく、詳細な施策について

策定することまでを求めているものではないとされている。 

また、第１条の４に規定される総合教育会議について、当該会議で議論する事項の一

つとして大綱の策定が規定されているが、総合教育会議は、地方公共団体の長又は教育

委員会が、特に協議・調整が必要な事項があると判断した事項について協議又は調整を

行うものであり、教育委員会が所管する事務の重要事項の全てを協議し、調整するとい

う趣旨で設置するものではないとされている。 

 

以上のことから、地方教育行政法の規定は、必ずしも重要事項の全てについて、総合

教育会議に諮り、大綱に定めなければならないという趣旨ではなく、また、大綱に定め、

協議を行わなければ実施できないという規定の形式をとっていない。そのため、大綱に

定めず、また総合教育会議において協議等がなされずに本件譲与が実施されたとしても、

当該行為を違法とする法的根拠とはなりえない。 

 

したがって、請求人の主張は、本件譲与の原因行為の違法性の主張としても根拠を欠

いているというべきである。 
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 エ 財産譲渡に係る地方自治法第 238条の４違反について 

（ア）行政財産の管理及び処分について 

法第 238条の４は、行政財産は、第 238条の４第２項から第４項までに定めるものを

除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信

託し、又はこれに私権を設定することができないと規定している。 

本条は、行政財産の適正かつ効率的な管理を期するため、行政財産の交換、売り払い、

譲与、出資若しくは信託等の処分又は貸付け若しくは私権の設定の運用を原則として禁

止するとともに、その用途又は目的を妨げない限度において、貸付け若しくは地上権若

しくは地役権を設定し、又は使用の許可をすることができることを定め、それらの取扱

いに関し定めたものである。 

なお、第 238条の４第２項から第４項には、行政財産を、その用途又は目的を妨げな

い限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる場合を規定している。 

 

（イ）本件譲与について 

請求人の主張は、本件不動産は令和４年４月１日時点において行政財産であり、行政

財産の譲渡等を禁じる地方自治法第 238条の４第１項に違反すると主張するものと解さ

れる。 

しかしながら、大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案が可決され、令和４年

４月１日に施行されたため、同日において本市には高等学校は存在せず、したがって、

本市に高等学校事業の用に供する行政財産があることはあり得ない。 

 

よって、請求人の主張は明らかに法律上の根拠を欠いている。 

 

 オ 普通地方公共団体の譲与に関する法の規定及び大阪市財産条例第 16条違反について 

前記ア～エまでの４点については監査委員の見解が一致したものの、オのうち普通地方公

共団体の譲与に関する法の規定に関して、次のとおり監査委員の見解が分かれた。 

 

（ア）違法な財務会計上の行為はなかったとする見解 

 Ａ 大阪市財産条例第 16条について 

法第 96 条第１項第６号及び法第 237 条第２項は、いずれも普通地方公共団体の財産

を適正な対価なくして譲渡するには、条例又は議会の議決によらなければならないこと

を規定している。そして、大阪市財産条例第 16 条は、この規定に基づき、公用又は公

共用に供するため特に無償とする必要がある場合に限り、国又は公法人に普通財産を譲

与できる旨規定している。 

本件譲与について、大阪市財産条例第 16 条を適用して、市長の判断により行うこと

ができるかについては、当該法の規定の趣旨に遡って検討すべきところ、当該法規定の

趣旨は、定型的、類型的な財産の譲与等については、一般的基準を定めた場合には改め

て個々の行為について個別の議決を得ることなく、市長の判断で実施することができる

とするものであると認められ、一般的基準を設定しがたい特異なものについては、個々

に議会の議決を必要とするものであると考える。 
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また、財産の譲与については必要最小限度のものにとどめなければならないところ、

条例の規定は一般的、抽象的なものになりやすく、必ずしも条例により譲与が許される

限界を明確に画することが困難な場合がある。したがって、前例のないもの、定型的で

ないものについては、個々に議決を経ることを必要としているものと解する。 

特に、大阪市財産条例第 16 条は、施設移管に伴う極めて大規模な財産の譲与などに

ついて、条例制定時において想定されていたとは到底考えられず、市長の判断で譲与を

行うことは、同条項の適用が予定されている範囲を超えるものと解さざるを得ない。 

そして、本件譲与については、その規模からもおよそ前例のない異例に属するもので

あることは明らかであるから、大阪市財産条例第 16 条による市長の判断での譲与は許

されず、議会の議決が必要であると考える。 

 

Ｂ 法第 96条第１項第６号及び法第 237条第２項の議決について 

上記のとおり、本件譲与について、法第 96 条第１項第６号及び法 237 条第２項に規

定する議会の議決が必要であると解するところ、本件譲与に関連して令和２年 12 月９

日の市会定例会で可決されたのは、市立学校設置条例の一部を改正する条例案であり、

財産の無償譲渡の議案が提出、可決されてはいない。 

当該条項にいう議会の議決が何を指しているものであるのかについて検討すると、確

かに、財産の無償譲渡の議案の議決を必要とすると解することが、文理に即しており、

明確である。 

しかし、関連議案と一体的に審議することが合理的な場合では、財産の無償譲渡だけ

を個別的に審議することが馴染まないことがあると考えられるところ、その場合には関

連議案と一体的に説明され、審議を経ることが合理的であり、その上で関連議案の議決

を得たときには、実質的に無償譲渡の議決があったものと評価できる場合もあると考え

られる。このような場合には、当該関連議案の議決をもって財産の無償譲渡について議

決を得たものとして、別途財産の無償譲渡の議案の議決を得る必要はないものと解する。 

 

Ｃ 本件譲与に係る議決について 

本件譲与について財産の無償譲渡についての議決を得たといえるか、関連する市立学

校設置条例の一部を改正する条例案の可決に至る経過を検討すると、譲与される土地の

地番や数量など、財産処分の議決を得る場合には当然示されるべき財産の詳細が議会に

示されていないなど、実質的に無償譲渡の議決があったものと評価しがたい事情も確か

に存する。 

しかしながら、廃止される学校名は当該条例改正の議案に示されており、それを構成

する財産がどのようなものであるかについてはおおよそ明らかであること、また南高等

学校及び西高等学校は除かれるなどの事情も説明されていること、議会に対して移管計

画（案）と譲渡財産の取扱いの基本的な考え方（案）が示され、土地、建物、工作物及

び備品等の財産を無償で譲渡するものであることが説明された上で、一体のものとして

判断されたい旨の説明がなされていること、これらの説明を受けて、譲渡財産の簿価、

無償譲渡の必要性などについて質疑や討論がなされていること、そして、譲渡財産の取

扱いの基本的な考え方（案）に基づいた附帯決議が付されて当該条例案が可決されてい
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ることなどが認められることから、法第 96 条第１項第６号及び法第 237 条第２項の議

決を得たものといえる。 

 

     これに対し、請求人は、本件譲与について、本件譲与を議題とする大阪市会の表決は

行われていないものの、大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例の審議において大

阪市会の議決があったとする見解について、名古屋大学大学院の稲葉一将教授の意見書

のとおり、法第 96条第１項第６号の解釈・適用を誤るものである旨主張している。 

     しかしながら、前述のとおり、適正な対価によらない財産の譲渡等について議決を求

める個別の議案は提出されていないものの、当該財産の譲渡等に関連する議案が提出さ

れ、この議案を可決する議決がされる過程において、適正な対価によらずに当該財産の

譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上で当該譲渡等を行うことを認める

趣旨の議決がされており、審議の実態に即して、当該譲渡等が適正な対価によらないも

のであることを前提として審議がされた上で当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決

がされたといえる。 

 

よって、本件譲与は、法第 96 条第１項第６号及び法第 237 条第２項に違反するもの

ではない。 

 

（イ）違法な財務会計上の行為があったとする見解 

   本件譲与については、その規模からも大阪市財産条例第 16 条の適用が予定されて

いる範囲を超えるものであって、およそ前例のない異例に属するものであることは明

らかであるから、同条項による市長の判断での譲与は許されず、議会の議決が必要で

あると考える。 

この点、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、

適正な対価なくしてこれを譲渡することはできないとされているが、前回監査時点に

おいて、本件無償譲渡契約は、法第 96条第１項第６号及び法第237条第２項によって

必要とされる議会の議決が行われていなかったことから、前回監査の結論において、

「極めて異例な高額の財産の無償譲渡を行う議案であり、議決の有無について議論の

余地なく明確にするという見地から、関係する所属にあっては、財産の無償譲渡に係

る議案の提出の要否について、再度慎重に検討されたい。」との付言がなされている。 

今回監査時における調査において、これまでの経緯を確認したところ、付言を踏ま

え複数の弁護士相談を行うなど再度慎重に検討し、議決の要否について想定されるリ

スクを踏まえ、市長への説明を行った結果、財産条例の適用により議決は不要であり、

仮に、個別議決が必要だとしても、実質的に議決はあったものと評価できるものとし

て、議案提出は行わず、最終的に関連訴訟の判決（大阪地方裁判所）結果も踏まえて、

譲渡契約の締結を行ったとのことであった。 

しかしながら、請求人が提出した意見書（名古屋大学大学院の稲葉教授）資料が、

平成 17年最高裁判決は、法第 237条第２項の趣旨を「適正な対価によらず財産の譲渡

等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ、当該譲渡等を行うかどうかを議会

の判断にゆだねることとしたもの」と述べているとおり、「議会の判断にゆだねる」
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のが法第 237 条第２項の趣旨であることを踏まえると、本件無償譲渡にかかる議会の

判断がはっきりと存在していなければならないはずである。 

  本件においては、適正な対価によらない財産譲渡等を行う必要性と妥当性は、議会

において個別の議案としては審議がなされているとは認められず、実質的に議決があ

ったものと評価することはできないと考えられ、議会の議決を得ていない違法な契約

が締結されたものであると言わざるを得ない。 

 

したがって、本件譲与は、法第 96 条第１項第６号及び法第 237 条第２項に違反し

ており、違法な財務会計上の行為があったと考えられる。 

 

 

以上のとおり、本件譲与に関して請求人が違法な財務会計上の行為があったと摘示するア

～オの５点について、（Ｘ）：違法な財務会計上の行為はなかったとする見解と、（Ｙ）：

違法な財務会計上の行為があったとする見解があったことから、それぞれの見解に基づく判

断を次のとおり記載する。 

 

（Ｘ）違法な財務会計上の行為はなかったとする見解に基づく判断 

上記ア～オの５点すべてにおいて、違法な財務会計上の行為は認められず、46 ページ

に記載する不法行為に該当する要件①を満たさないことから、本件請求における損害賠償

請求権は成立しない。 

 

（Ｙ）違法な財務会計上の行為があったとする見解に基づく判断 

上記ア～オの５点のうち、オに関して違法な財務会計上の行為があったと認められる

ことから、要件①を満たすこととなるため、以下の（２）要件②（損害が発生しているこ

と）及び（３）要件③（故意・過失が認められること）について順次検討する。 

 

 

（２） 要件②：損害の発生について 

上記（Ｙ）の見解の場合に、本件財務会計行為により「損害」が発生しているかに関し

て、下記のとおり検討する。 

 

請求人は本市が高等学校等財産を大阪府へ無償譲渡したことにより、約 1,159 億円の損

害が発生している旨主張している。 

 

この点、本件無償譲渡契約により、本件不動産は令和４年４月１日付けで、本市から大

阪府へと所有権の移転がなされており、この点において本市の市有財産は減少しているが、

これは本件譲与が適法な譲渡契約に伴い、所有権移転手続きが行われた結果であって、本

市に「損害」が発生しているわけではない。 

また、本件無償譲渡契約における契約条項第 10条において、本件譲渡を違法とする内容

の裁判判決が確定した場合には、本市は本件無償譲渡契約の全部又は一部を解除し、判決
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内容を踏まえた是正措置を講じるとされており、違法が確定した際には契約を解除するこ

とができる。その結果、譲渡財産は返還されることとなるため、本市には損害が発生して

いないものと考えることができる。 

 

一方で、これはあくまで契約条項第 10条に基づき事後的に原状回復を求めることができ

るということに過ぎず、仮に譲渡された財産が返還される場合であっても、直ちに返還さ

れるとは限らず、また登記等の手続きも必要となることから、そのための時間や経費も掛

かることからすれば、本市に何らかの損害が発生していると考えることもできる。 

 

    上記のとおり、要件②については、本市に損害が発生していないとも、発生していると

も考えることができるが、仮に損害が発生しているとした場合に、要件③を満たすかどう

かについて以下検討する。 

 

（３） 要件③：故意・過失について 

本件無償譲渡契約において、大阪市長に「故意又は過失」、契約管財局長に「故意又は

重過失」が認められるかについて、下記のとおり検討する。 

 

「故意」とは、一般に結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状

態とされており、本件の場合、「結果」とは「違法不当な財務会計行為により損害を与え

ること」と考えられる。 

「過失」とは、一般に損害発生の予見可能性があるのにこれを回避する行為義務（結果

回避義務）を怠ったこととされており、損害の発生を予見し防止する注意義務を怠ること

である。なお、「重過失」とは、故意に等しい重大な注意義務違反とされている。 

 

この点に関して大阪市長は、複数回の弁護士相談により、本件譲与に違法性はないこと

を確認しながら事務を進めており、適法に実施できると認識していたものといえる。また、

最終的な意思決定については、前記記載の関連訴訟である大阪地方裁判所の判決結果を踏

まえて行った点、また、今後の訴訟において仮に違法判決が出た際には、本件譲渡を解除

する規定を設け、実質的な損害が発生しないよう、職務上尽くすべき注意義務を尽くして

対応してきたものであり、大阪市長の故意又は過失は認められない。 

また、契約管財局長についても、大阪市長と同様に本件無償譲渡契約の締結にあたって、

故意又は故意に等しい重大な義務違反があるとの事情も認められない。 

 

 

 

以上のとおり、普通地方公共団体の譲与に関する法の規定（法第 96条第１項第６号及び

法第 237 条第２項）について、違法な財務会計上の行為があり、それに起因して損害が発

生したとしても、上記のとおり大阪市長及び契約管財局長に対する故意・過失（重過失）

までは認められないことから、前記（Ｙ）の見解に立ったとしても損害賠償請求権は成立

しない。 
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 ５ 結論 

   以上の判断により、本件請求には理由がない。 
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【参考（法令等［抜粋］）】 

 

１ 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 

１～５ 略 

６ 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段

として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。 

７～15 略 

（寄附又は補助） 

第232条の２ 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は

補助をすることができる。 

（財産の管理及び処分） 

第237条 略 

２ 第238条の４第１項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、

条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しく

は支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付け

てはならない。 

（行政財産の管理及び処分） 

第238条の４ 行政財産は、次項から第４項までに定めるものを除くほか、これを貸し

付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私

権を設定することができない。 

（以下略） 

（普通財産の管理及び処分） 

第238条の５ 略 

６ 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及

び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経

過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期

間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除す

ることができる。 

７ 第４項及び第５項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、

前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。 

（以下略） 

 

２ 地方財政法（昭和23年法律第109号） 

（割当的寄附金等の禁止） 

第４条の５ 国（国の地方行政機関及び裁判所法（昭和22年法律第59号）第２条に規定

する下級裁判所を含む。）は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の

地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金（これに

相当する物品等を含む。）を割り当てて強制的に徴収（これに相当する行為を含

む。）するようなことをしてはならない。 
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（都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担） 

第27条 都道府県の行う土木その他の建設事業（高等学校の施設の建設事業を除く。）

でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受

益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させ

ることができる。 

２～６ 略 

（地方公共団体相互間における経費の負担関係） 

第28条の２ 地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事

務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁

し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをして

はならない。 

（以下略） 

 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号） 

（大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第１項に規定する基本的な方針を

参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、次条第１項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（以下略） 

（総合教育会議） 

第１条の４ 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる事項につい

ての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務の調整を行うため、総

合教育会議を設けるものとする。 

一 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の

振興を図るため重点的に講ずべき施策 

二 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが

あると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置 

 

２ 総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 地方公共団体の長 

二 教育委員会 

３ 総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。 

４ 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するとき

は、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集

を求めることができる。 

（以下略） 
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４ 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和36年法律第188号） 

（公立の高等学校の適正な配置及び規模） 

第４条 都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公

立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、

都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置

状況を充分に考慮しなければならない。 

（以下略） 

 

５ 大阪市財産条例（昭和39年条例第８号） 

（譲与） 

第16条 普通財産は、公用又は公共用に供するため特に無償とする必要がある場合に限

り、国又は公法人にこれを譲与することができる。 

（以下略） 

 

 





別紙（請求書）
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別紙（無償譲渡契約書）
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